
金
代
の
物
力
鏡
に
就
て
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　

四
、
制
度
採
用
の
意
義

　
　
　

前
述
の
如
く
金
國
内
に
於
て
軍
事
的
奉
仕
を
使
命
と
す
る
猛

　
　

。
安
謀
克
戸
の
物
力
推
排
は
、
主
と
し
て
経
済
的
奉
仕
を
使
命
と

　
　

す
る
漢
人
戸
犀
於
け
る
も
の
と
は
別
個
貳
企
て
ら
れ
、
世
宗
大

　
　

定
二
十
年
頃
に
至
っ
て
始
め
て
こ
れ
が
賓
現
の
機
運
に
立
ち
至

　
　

っ
た
・
然
ら
ば
１
　
人
戸
に
開
す
る
物
力
通
検
は
金
國
に
於
て
は

　
　

何
時
頃
よ
り
行
は
れ
て
居
た
で
あ
ら
う
か
。
既
掲
の
如
く
金
史

　
　

巷
四
六
、
食
貨
一
、
通
塗
推
排
大
定
四
年
の
物
力
通
塗
に
’
開
す

　
　
　

る
世
宗
の
詔
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　

岑
自
國
初
有
司
常
行
大
比
、
于
今
四
十
年
矣
、
正
隆
時
兵
役

　
　
　

並
興
、
調
腿
無
度
、
富
者
今
貧
不
能
自
存
、
版
籍
所
無
者
、

　
　
　

今
篤
富
室
而
猶
幸
冤
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

汐

　

と
あ
っ
て
ヽ
こ
の
時
の
物
力
通
論
法
整
備
の
理
由
を
述
べ
て
居

小

川

裕

　

人

る
が
、
金
に
は
こ
れ
よ
り
四
十
年
以
前
の
國
初
に
、
既
に
民
戸

富
力
の
等
第
が
行
は
れ
、
差
役
の
標
準
と
さ
れ
て
居
た
こ
と
を

推
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
大
定
四
年
よ
り
四
４
　
年
以
前
立
一
ｉ

へ
ば
太
宗
の
天
會
初
頃
に
常
る
。
営
時
果
し
て
斯
く
の
如
き
漢

風
制
度
が
行
は
れ
て
居
た
で
あ
ら
う
か
。
金
國
を
立
て
た
生
女

賀
も
一
般
北
族
の
例
に
洩
れ
ず
、
初
は
そ
の
被
征
服
種
族
に
對

す
る
経
済
的
欲
望
も
略
奪
俘
掠
等
暴
力
的
手
段
に
よ
っ
て
果
さ

ん
と
し
た
こ
と
も
少
く
な
か
っ
た
。
彼
等
の
對
遼
孤
立
戦
孚
の

常
初
の
記
事
に
「
以
俘
獲
賜
将
士
」
と
か
。
「
以
所
獲
頒
宗
室

１
　
老
」
と
か
「
殺
獲
首
虜
及
車
馬
甲
兵
珍
玩
不
可
勝
計
、
偏
賜

官
腸
将
士
」
と
か
「
取
共
鯨
民
以
諮
」
等
あ
る
に
よ
っ
て
も
窺

は
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　

１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

阿
骨
打
は
そ
の
孤
立
に
成
功
す
る
や
、
そ
の
國
家
的
自
党
は

對
外
的
に
強
化
さ
れ
、
遼
室
と
同
様
に
即
位
し
て
帝
競
を
稲
し
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建
元
し
、
且
つ
遮
室
に
對
し
對
等
國
と
し
て
の
承
認
を
求
め
た
。

　
　

支
那
風
な
自
大
意
識
に
酷
０
　
多
年
の
太
平
に
愉
安
し
て
居
。
た
遼

　
　

國
篤
政
者
は
慶
順
せ
る
自
國
の
贋
力
に
も
認
識
を
訣
き
、
盛
り

　
　

上
り
来
る
生
女
筒
の
登
展
力
に
も
理
解
な
く
、
阿
骨
打
の
要
求

　
　

は
遂
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
ｘ
に
於
て
生
女
波
の
狽
立
戦

　
　

季
は
一
弊
し
て
金
室
の
倒
遼
延
動
と
化
し
た
。
金
室
が
遼
室
の

　
　

端
承
者
た
ら
ん
と
す
る
憲
識
は
次
第
に
明
確
と
な
り
、
そ
の
目

　
　

指
す
と
こ
ろ
は
唯
巡
室
？
王
朧
と
こ
れ
を
背
景
と
す
る
握
力
機

　
　

構
０
倒
壊
に
在
っ
て
、
遼
室
の
不
道
や
外
交
的
不
信
を
訴
へ
て

　
　

民
衆
と
遼
室
と
０
背
離
を
策
し
、
土
着
漢
人
制
を
も
探
用
し
て

　
　

極
力
民
衆
の
安
撫
に
力
め
る
に
至
っ
た
。
女
鍔
人
荷
来
の
略
奪

　
　

俘
掠
０
傾
向
は
こ
れ
を
抑
制
せ
ん
と
し
、
遼
室
や
貴
族
の
所
有

　
　

せ
し
貨
賓
は
こ
れ
を
獲
得
す
る
が
、
一
般
に
下
や
民
衆
０
財
産

　
　

は
こ
れ
を
保
護
し
そ
の
業
を
失
は
し
め
ざ
ら
ん
と
し
た
。
来
降

　
　

新
附
者
０
乏
食
の
者
に
は
官
相
を
も
給
し
振
仙
を
行
っ
た
。
縦

　
　

に
良
民
を
俘
掠
し
て
奴
婢
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
既
に
被
虜

　
　

せ
ら
れ
、
或
は
燃
身
し
て
奴
婢
と
な
れ
る
者
に
は
そ
の
所
有
者

　
　

０
既
得
幄
は
認
め
る
が
、
奴
婢
自
ら
に
は
そ
の
経
済
的
給
付
に

　
　

よ
り
賠
償
し
て
良
民
と
た
る
こ
と
は
こ
れ
を
許
し
た
。
又
遼
人

　
　

の
奴
婢
と
雌
も
主
人
に
先
じ
て
投
降
し
た
者
に
は
良
民
と
し
て

０
搾
利
を
得
し
め
た
。
斯
く
の
如
き
漢
風
愛
民
的
な
宣
撫
工
作

は
、
金
室
０
滅
遼
戦
筝
が
有
利
に
展
開
し
、
そ
の
遼
室
の
鴇
承

者
と
し
て
０
地
位
が
固
ま
る
に
従
っ
て
盆
よ
強
化
さ
れ
た
。
燕

京
を
攻
略
し
て
遼
の
政
治
的
軍
事
的
妹
島
が
盗
く
金
人
の
手

に
鯖
し
、
漢
族
も
大
量
的
に
そ
の
制
座
下
に
入
０
来
る
や
、
金

室
も
既
に
「
得
天
下
」

　

「
天
下
一
家
」
等
０
意
識
を
得
る
に
至
｀

つ
て
居
る
。
然
し
こ
れ
は
遼
０
楠
承
者
と
し
て
０
自
発
で
、
こ

ｘ
に
天
下
と
い
ふ
も
具
眼
的
な
北
朝
的
國
家
の
謂
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
そ
の
漢
風
制
度
も
営
時
は
遼
０
茸
制
を
そ
の
奎
ｘ
踏
襲

。
し
ヽ
そ
の
民
衆
の
宣
撫
に
も
主
と
し
て
そ
の
地
方
に
於
け
る
米

　
　

０
　

降
者
の
威
望
才
能
あ
る
者
を
以
て
常
ら
し
め
た
。
斯
く
の
如
く

　
　
　

一

遼
國
遺
民
を
そ
０
萄
来
０
制
度
と
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
に
習
熟

し
人
望
あ
る
来
降
者
を
以
て
治
め
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
遼
の
萬
制
な
る
漢
人
櫃
密
院
制
探
用
の
理
由
が
存
す

る
。

　

政
治
は
歴
史
的
で
あ
る
限
り
、
必
然
性
を
捨
ひ
必
ず
先
行
状

態
０
刻
印
を
自
ら
０
上
に
印
す
る
も
０
で
あ
る
。
こ
れ
が
政
治

０
歴
史
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
政
治
の
民
族
的
個
有
性
が
あ
る
。

征
服
者
が
被
征
服
民
族
に
對
し
全
く
新
な
る
政
治
を
開
始
す
る

場
合
に
於
て
も
そ
０
被
征
服
民
族
０
過
去
０
情
勢
と
文
化
が
征
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服
者
０
政
治
に
對
し
て
力
彊
き
修
正
を
及
ぼ
し
来
る
も
の
で
あ

る
・
言
葉
が
民
族
０
産
物
で
あ
る
や
う
に
制
度
や
政
治
も
民
族

固
有
の
も
０
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
こ
Ｘ
に
問
題
と
す
る

金
初
の
場
食
に
於
て
は
、
幽
族
社
會
文
化
０
高
次
性
と
、
金
室

が
遼
室
の
囃
承
者
た
ら
ん
と
す
る
北
朝
的
な
國
家
的
自
党
が
｝

珊
右
０
如
き
傾
向
を
顕
著
な
ら
し
め
て
居
る
。

　

斯
く
金
國
０
漢
風
制
床
の
探
用
に
は
そ
の
支
配
下
に
諮
し
た

漢
族
０
安
撫
と
い
ふ
延
引
流
ら
ぬ
必
要
の
存
し
た
こ
と
は
疑
ひ

な
い
が
、
こ
れ
亦
金
室
焉
政
１
　
の
漢
風
文
化
０
築
取
と
見
る
こ

と
必
ず
し
も
支
障
な
か
ら
う
。
斯
く
０
如
く
比
較
的
速
か
に
女

異
人
が
漢
風
文
化
を
築
取
し
た
０
は
生
女
員
が
初
よ
り
こ
の
種

の
文
化
の
受
容
０
準
備
や
地
盤
が
出
来
て
居
て
内
的
に
漢
風
文

化
の
揖
取
に
庶
す
る
面
の
あ
つ
た
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

生
女
異
人
も
比
較
的
早
く
よ
り
高
度
文
化
に
對
す
る
憧
憬
の
｀
念

が
強
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　

君
長
完
顔
氏
が
そ
０
咀
宗
傅
況
に
於
て
、
始
阻
を
掲
自
の
硬

源
に
求
め
ず
、
文
化
國
高
麗
よ
り
の
移
住
者
と
し
て
居
る
鮎
、

又
完
顔
氏
０
波
高
二
互
酋
が
、
そ
の
生
女
其
の
君
長
と
し
て
の

孵
琥
に
遼
帝
よ
り
賜
具
さ
れ
た
漢
風
の
太
師
と
國
相
を
償
凋
し

。
て
居
た
鮎
、
阿
骨
打
の
襲
位
ユ
る
に
及
ん
で
始
め
て
都
勃
極
・
烈

を
１
　
し
そ
の
濁
立
意
識
を
明
確
に
し
た
が
、
僅
か
に
数
年
を
出

で
す
し
て
、
漢
風
國
家
遼
に
倣
っ
て
帝
競
を
稀
し
、
建
元
し
國

書
も
漢
文
を
以
て
作
成
し
た
０
み
た
ら
す
、
契
丹
文
字
と
同
様

に
漢
字
風
の
女
異
文
字
を
制
定
し
た
こ
と
等
に
も
女
異
人
が
漢

風
文
化
の
揖
取
に
對
し
内
的
に
鹿
歩
る
面
の
多
か
っ
た
こ
と
が

窺
は
れ
よ
う
。

　

生
女
其
は
勃
皿
ハ
以
前
よ
り
遼
に
扁
康
せ
ら
れ
て
、
そ
の
文
化

に
接
す
る
機
會
が
多
か
っ
た
の
み
な
ら
す
、
高
麗
と
も
交
渉
し

て
そ
の
文
化
を
受
容
す
る
可
能
性
に
も
嵐
ま
恥
て
居
た
。
恢
度

文
化
民
は
趾
會
的
に
も
文
化
的
に
も
封
鎖
性
０
多
い
こ
と
は
言

ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
。
中
で
も
女
真
人
の
如
く
土
着
農
耕
性

の
多
い
種
族
は
天
幕
生
活
を
畳
む
遊
牧
種
族
に
比
し
て
そ
の
封

鎖
性
は
少
い
や
う
で
あ
る
。
先
進
異
種
族
を
奴
婢
と
し
て
家
内

に
容
れ
、
そ
の
経
済
的
文
化
的
奉
仕
を
利
用
す
る
こ
と
の
多
か

っ
た
の
も
封
鎖
性
少
き
理
由
に
基
く
で
あ
ら
う
。
斯
く
て
女
貫

人
は
漢
風
文
化
受
容
の
素
地
や
準
備
は
比
較
的
早
く
よ
り
出
来

て
居
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
且
つ
契
丹
國
が
塞
外
國
家
と

し
て
勃
興
し
’
つ
χ
、
多
数
の
漢
族
を
包
含
し
、
満
文
化
を
搦
取

し
て
、
塞
外
的
國
家
よ
り
北
朝
的
國
家
へ
の
推
移
を
示
し
た
前

例
の
存
す
る
と
い
ふ
歴
史
的
理
由
も
あ
っ
「
金
室
露
政
者
の
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涜
風
文
化
の
掃
取
に
は
非
常
に
速
か
な
る
も
０
が
あ
っ
た
。
制

度
や
政
治
に
於
て
の
み
な
ら
す
、
學
術
そ
の
他
の
文
化
に
於
て

も
遼
の
遺
風
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
。
中
京
攻

伐
０
時
の
詔
（
金
史
港
二
、
太
０
　
紀
）
に

　

若
克
中
京
、
所
得
噌
祭
儀
伎
圖
書
文
籍
、
並
先
次
津
良
赴
閥
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
常
時
の
漢
風
文
化
揖
取
の
態
度
が

窺
は
れ
よ
う
。

　

金
室
政
治
の
漢
風
化
愛
民
化
の
傾
向
は
太
宗
時
代
に
入
っ
て

谷
―
進
展
し
た
。
積
極
的
な
振
給
や
撫
慎
を
行
っ
た
こ
と
は
勿

論
、
奴
婢
の
解
放
に
於
て
も
暴
力
的
強
制
に
因
れ
る
者
の
み
な

ら
す
、
貧
窮
に
し
て
そ
の
子
を
喪
っ
た
者
に
就
て
も
有
利
な
順

償
の
方
法
が
定
め
ら
れ
た
。
更
に
食
貨
志
（
港
四
七
）
租
賦
天

會
元
年
の
と
こ
ろ
に
は

　

勅
有
司
軽
複
賦
、
勧
稼
稽

と
あ
っ
て
、
径
役
賦
役
を
軽
減
し
、
積
極
的
な
勧
農
を
さ
へ
行

っ
て
居
る
。
又
太
宗
紀
天
會
元
年
十
二
月
の
と
こ
ろ
に
は

　

辛
巳
、
興
民
間
貸
息
、
詔
、
以
咸
州
以
常
蘇
復
州
以
北
年
穀

　

不
登
、
其
庶
輸
南
京
軍
糧
、
免
之
、

と
あ
り
、
同
二
年
春
正
月
の
と
こ
ろ
に
は

　

哭
亥
以
東
京
比
歳
不
登
、
詔
減
田
租
市
租
之
牛

と
あ
る
・
民
衆
の
生
活
を
顧
慮
し
て
貸
息
を
調
し
、
軍
糧
の
徴

韮
を
冤
じ
、
田
租
や
市
租
の
減
省
を
も
行
っ
て
居
る
。
天
會
二

年
二
月
０
と
こ
ろ
に
は

　

庚
寅
詔
命
給
宗
翰
馬
七
百
疋
佃
種
千
石
米
七
千
石
、
以
賑
新

　

附
之
民

と
あ
り
、
同
四
月
○
と
こ
ろ
に
も

　

発
未
詔
曰
、
新
降
之
民
訴
訟
者
衆
、
今
方
農
時
、
或
失
田
業
、

　

可
侠
農
隙
蔚
決
、

と
あ
っ
て
新
に
降
附
し
た
民
衆
の
生
活
に
も
少
か
ら
ざ
る
注
意

が
沸
は
れ
て
居
る
。
天
會
三
年
七
月
に
至
る
と

　

禁
内
外
官
宗
室
、
９
　
私
役
百
姓
、

　
　
　
　
　

。

と
あ
っ
て
、
中
央
地
方
の
宮
吏
の
み
な
ら
挙
、
金
室
０
一
族
な

る
宗
室
で
さ
へ
も
そ
の
握
力
に
よ
っ
て
恣
に
人
民
を
私
役
す
る

こ
と
を
禁
じ
、
叉

　

己
卯
詔
握
勢
之
家
、
９
　
買
貧
民
狐
奴
、
其
脅
買
者
一
人
償
十

　

五
人
、
詐
買
者
一
人
償
二
人
、
皆
杖
一
百
、

と
あ
っ
て
、
後
勢
の
家
が
資
買
形
式
に
よ
っ
て
で
も
民
衆
を
奴

婢
と
な
す
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
、
そ
の
握
力
に
よ
っ
て
脅
迫
し
て

買
ふ
者
に
對
し
て
は
罰
則
さ
へ
定
め
ら
れ
た
。
更
に
金
史
巻
七

六
、
宗
幹
傅
に
は
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天
會
三
年
獲
遼
主
于
庶
州
酉
余
晴
谷
、
始
議
破
制
度
、
正
官

　
　
　
　

名
、
定
服
色
、
興
摩
序
、
設
選
挙
、
治
暦
明
時
、
皆
自
宗
幹

　
　
　
　

啓
之
、

　

・

　
　
　

と
あ
る
。
遼
帝
を
捕
獲
し
て
名
賓
共
に
遼
室
の
端
承
者
た
る
こ

　
　
　

と
を
完
成
し
た
天
會
三
年
頃
に
至
っ
て
は
金
室
に
於
て
も
あ
ら

　
　
　

ゆ
る
方
面
に
於
て
漢
風
制
度
の
探
用
が
企
て
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　

斯
く
の
如
き
時
代
に
金
室
が
漢
風
の
戸
等
賦
役
を
探
用
し
て
居

　
　
　

た
と
見
て
も
不
合
理
で
は
な
か
ら
う
。
金
史
太
宗
紀
天
會
三
年

　
　
　

七
月
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

甲
中
詔
南
京
括
官
豪
牧
馬
、
以
等
第
取
之
、
分
給
諸
軍

　
　

と
あ
る
。
こ
れ
は
南
京
に
開
す
る
詔
だ
か
ら
、
官
豪
と
言
っ
て

　
　

も
営
時
に
於
て
は
漢
族
で
あ
ら
う
。
軍
馬
の
徴
登
に
も
富
力
Ｏ

　
　

等
第
を
以
て
し
た
と
す
れ
ば
、
営
時
既
に
戸
等
制
が
存
し
た
と

　
　

見
て
支
障
な
か
ら
う
。
而
し
て
営
時
金
國
は
そ
０
漢
風
諸
制
度

　
　

の
設
置
に
於
て
多
く
遼
０
も
０
を
そ
の
ま
ｘ
探
用
し
た
態
度
よ

　
　

り
見
て
、
こ
０
戸
等
制
も
遼
の
遺
制
に
倣
っ
た
の
で
は
だ
か
ら

　
　

う
か
。

　
　
　

遼
國
０
戸
等
制
に
開
し
て
は
造
史
食
貨
志
に
は
こ
れ
を
徴
す

　
　

べ
き
１
　
料
は
な
い
が
、
遼
史
巻
一
〇
二
、
張
琳
傅
を
見
る
と
、

四

　

遼
國
倒
壊
の
直
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
天
祚
帝
が
営
時
南
府

宰
相
な
り
し
張
琳
を
召
し
て
「
軍
國
大
計
漢
人
右
具
」
と
い
ふ

遼
國
の
奮
制
を
無
縫
し
て
生
女
筒
征
討
の
事
を
一
任
し
た
時
、

張
琳
の
奏
言
に
従
っ
て
漢
兵
十
萬
を
徴
登
す
る
に
至
っ
た
こ
と

を
傅
へ
て
居
る
。
そ
の
時
０
記
事
に

　

悟
詔
中
京
上
京
長
春
巡
西
四
路
計
戸
産
出
軍
、
時
有
起
至
二

　

百
軍
者
生
業
蕩
散
、
民
甚
苦
之
、
四
路
軍
甫
集
、
尋
復
遁
去
、

と
あ
る
。
斯
く
の
如
き
國
家
の
危
急
存
亡
に
瀕
し
た
際
に
於
て

も
兵
員
の
徴
登
に
戸
産
を
瞼
し
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
遼
國
に

も
漢
人
社
會
に
閉
し
て
は
役
を
課
す
る
０
に
各
戸
の
富
力
を
標

準
と
す
る
制
度
の
存
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
。
る
。
又
興
宗
朝
頃

の
こ
と
と
推
さ
れ
る
が
芭
錨
の
東
脅
記
事
に
は

　

契
丹
有
馮
見
善
者
、
予
接
伴
観
酒
、
見
善
曰
、
」
観
酒
営
以
其

　

量
、
若
不
以
量
、
如
慌
役
而
不
戸
等
高
下
、
以
此
知
契
丹
恨

　

役
亦
以
戸
等
、
中
國
可
不
量
戸
等
役
人
邪
’

と
あ
る
。
営
時
遼
に
戸
等
制
の
存
し
た
こ
と
鐙
疑
な
か
ら
う
。

金
天
會
初
頃
戸
等
制
が
探
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
右
の
如
き
逗
の
‘

制
に
従
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
。

　

金
室
の
愛
民
的
政
治
は
煕
宗
朝
に
至
っ
て
益
ｌ
進
展
し
た
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
太
宗
朝
以
爽
北
宋
を
追
っ
て
そ
の

遺
衆
を
容
れ
、
又
南
宋
人
を
も
そ
の
文
化
的
指
導
者
と
し
て
利
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知

　

用
し
得
る
に
及
ん
で
は
、
輩
に
北
朝
た
る
遼
の
後
端
者
た
る
の

　
　

み
な
ら
す
、
中
原
正
統
國
家
的
理
想
を
も
抱
き
、
盛
唐
や
北
宋

　
　

の
制
度
文
化
を
も
探
用
し
て
國
家
制
度
の
整
備
や
漢
風
文
化
の

　
　

疲
揚
に
力
め
た
こ
と
は
著
名
な
こ
と
で
あ
る
。
然
し
煕
宗
朝
に

　
　

於
て
は
未
だ
宗
室
大
臣
を
初
め
上
浦
女
真
人
に
於
て
も
漢
的
文

　
　

化
の
撮
取
に
好
意
を
有
た
ざ
る
保
守
的
分
子
が
多
く
、
こ
れ
が

　
　

そ
の
首
都
が
漢
地
よ
り
遠
く
梓
在
し
て
居
る
こ
と
と
相
僕
っ
て

　
　

漢
文
化
浸
透
の
大
な
る
障
壁
と
な
っ
て
居
た
こ
と
は
事
賓
で
あ

　
　

る
。
こ
の
障
壁
は
海
陵
０
宗
室
大
臣
の
殺
戮
と
良
地
遷
都
に
よ

　
　

っ
て
略
―
除
去
さ
れ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
太
阻
朝
に

　
　

於
て
既
に
娯
取
さ
れ
始
め
た
天
下
一
家
の
支
那
的
人
道
主
義
的

　
　

政
治
理
念
も
太
宗
煕
宗
雨
朝
を
以
て
次
第
に
藤
達
し
、
海
陵
に

　
　

、
至
っ
て
は
世
界
國
家
的
一
天
下
の
理
想
に
ま
で
進
展
し
、
そ
の

　
　

華
化
政
策
の
基
礎
理
念
を
成
す
に
至
っ
た
。
天
下
一
家
の
思
想

　
　

は
支
那
人
的
心
に
於
て
は
所
謂
中
華
思
想
と
結
び
付
い
て
居
る
・

　
　

天
下
萬
民
を
一
家
と
見
る
の
も
畢
竟
中
華
的
確
教
を
有
す
る
こ

　
　

と
を
條
件
と
す
る
・
さ
れ
ば
天
下
一
家
の
思
想
を
そ
の
ま
Ｘ
搦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

　
　

取
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
自
ら
の
中
華
化
の
要
請
と
な
る
、
。

　
　
　
　

然
し
政
治
や
文
化
は
超
時
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
歴

　
　

史
上
自
ら
に
先
行
す
る
情
勢
に
よ
っ
て
條
件
づ
け
ら
れ
る
。
如

何
な
る
新
な
る
政
治
を
本
源
的
に
開
始
せ
ん
と
し
、
新
な
る
文

化
を
根
源
的
に
扶
植
せ
ん
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
に
先
行
す

る
歴
史
的
民
族
的
情
勢
は
少
く
と
も
清
算
さ
れ
、
解
決
さ
る
べ

き
課
題
と
し
て
既
に
呉
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
宗
室
大
臣

等
保
守
分
子
０
大
童
的
殺
戮
、
地
方
土
豪
的
性
質
を
帯
び
来
っ

た
世
襲
萬
戸
官
の
慶
止
、
首
都
の
漢
地
へ
の
移
縛
等
に
よ
っ
て

海
陵
の
華
化
政
策
の
支
障
と
な
っ
て
居
た
女
貧
的
先
行
情
勢
は

飛
躍
的
に
解
決
さ
れ
た
。
然
し
こ
れ
に
よ
っ
て
女
貧
人
的
精
４
　

の
歴
史
性
が
完
全
に
除
去
さ
れ
た
の
で
は
た
い
。

　

女
流
人
的
な
精
榊
は
華
化
政
策
を
探
っ
た
海
陵
そ
の
人
に
も

爾
存
し
た
。
彼
の
南
伐
の
如
き
も
寧
ろ
こ
の
精
祁
の
頴
現
と
も

見
ら
れ
な
か
ら
う
か
、
煕
宗
を
弑
し
て
纂
奪
し
萬
障
を
排
し
て

華
化
政
策
の
一
路
を
直
進
し
、
國
力
を
顧
慮
せ
す
一
天
下
的
理

想
の
皆
現
に
邁
進
し
た
異
常
な
賓
行
的
精
励
は
直
截
で
衝
動
的

意
志
的
な
北
方
民
族
０
心
と
相
通
す
名
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
一
天
下
思
想
を
支
那
的
抽
象
的
に
観
念
化
す
る
こ

と
な
く
、
現
賓
の
世
界
帝
國
の
形
で
賓
現
せ
し
め
よ
う
と
し
た

意
欲
は
、
現
賓
的
な
北
方
民
族
０
心
に
於
け
る
知
識
と
資
践
と

０
卯
目
的
同
一
化
の
現
れ
で
は
な
か
ら
う
か
。
彼
の
。
失
敗
と
悲

劇
も
亦
そ
０
鮎
に
由
来
す
る
。
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海
陵
・
？
一
統
し
よ
う
と
欲
し
た
０
は
金
、
南
宋
、
西
夏
、
高

　
　

麗
の
四
國
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
海
陵
の
意
識
し
た
天
下
で
あ
る

　
　

と
共
に
賓
際
常
時
に
於
け
‘
る
世
界
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
斯
く

　
　

の
如
き
廣
大
（
東
北
満
洲
を
も
含
め
た
）
な
世
界
に
唯
一
の
國

　
　

家
０
み
が
存
在
す
る
と
い
ふ
世
界
帝
國
０
出
現
は
常
時
０
歴
史

　
　

的
現
賓
に
於
て
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
界
が

　
　

唯
一
の
民
族
の
み
か
ら
成
立
し
て
居
な
い
や
う
に
、
亦
そ
れ
は

　
　

唯
一
の
國
家
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の

　
　

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
主
醵
的
な
國
家
の
並
存
す
べ

　
　

き
歴
史
的
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
現
賓
よ

　
　

り
遊
離
し
抽
象
的
な
湊
的
一
天
下
の
理
想
に
洽
は
し
め
ら
れ
た

　
　

と
こ
ろ
に
海
陵
南
伐
の
悲
劇
的
運
命
が
あ
っ
た
。

　
　
　

又
海
陵
の
重
ね
て
の
遷
鄙
造
賛
と
南
征
に
は
営
時
の
金
國
と

　
　

し
て
人
的
物
的
に
最
高
度
の
資
源
の
動
員
が
行
は
れ
た
。
然
し

　
　

常
時
の
金
國
は
斯
く
の
如
き
過
重
な
總
動
員
を
な
し
得
る
に
十

　
　

分
な
國
内
醒
制
が
整
備
し
て
居
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
印
ち
契

　
　

丹
人
を
初
め
遼
國
遺
栄
や
北
宋
遺
民
の
漢
族
を
含
め
た
新
金
國

　
　

に
於
て
統
制
的
な
總
力
曖
制
は
未
だ
完
成
し
て
居
な
か
っ
た
。

　
　

遼
國
を
倒
し
て
か
ら
引
き
檀
き
起
っ
た
對
朱
外
交
と
征
戦
の
重

叩

　

要
牲
の
篤
に
芙
丹
人
゜
統
制
も
北
宋
廬
民
強
豪
の
制
拠
･
＞
<
Ｅ
未
だ

十
分
に
は
行
は
れ
て
居
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
可
成
り
廣
範
園

の
非
集
棲
的
な
自
由
と
自
治
が
許
さ
れ
て
居
た
。
営
時
の
金
國

は
斯
く
の
如
き
異
民
族
併
存
の
状
態
で
同
民
族
的
混
一
的
な
構

成
な
ど
勿
論
成
っ
て
は
居
な
か
っ
た
。
天
下
一
家
の
支
那
的
思

想
は
築
取
さ
れ
て
も
、
右
の
如
き
種
的
開
係
の
現
官
は
居
然
と

し
て
存
し
て
居
た
。
斯
く
の
如
き
内
部
的
競
態
に
於
て
、
總
力

服
制
下
の
國
家
に
し
て
始
め
て
企
圖
し
得
る
如
き
國
力
の
總
動

員
を
敢
て
し
た
と
こ
ろ
に
海
陵
南
伐
失
敗
の
理
由
も
あ
っ
た
。

金
０
國
初
に
於
け
る
仝
服
的
意
識
は
種
族
言
語
等
を
同
じ
う
す

る
征
服
者
女
異
人
を
主
服
と
し
た
總
力
曖
制
の
指
導
力
。
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
過
重
な
人
的
物
的
資
源
０
動
員
も
可
能
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
れ
を
契
丹
人
漢
人
を
も
含
ん
だ
大
金
國
仝

鱈
に
普
遍
化
さ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
海
陵
の
無
理
が
あ
っ
た
。

而
し
て
既
に
’
被
征
服
者
な
る
漢
人
を
も
重
要
分
子
と
し
て
漢
化

し
た
組
織
の
大
金
國
に
於
て
女
異
人
の
全
膿
的
意
識
は
昔
日
の

如
く
で
は
な
く
、
又
既
に
漢
地
に
在
っ
て
華
化
し
っ
よ

女
真
人
兵
士
に
は
國
初
の
如
き
素
朴
性
も
宍
武
的
精
祁
も
な
か

っ
た
。
徒
に
大
規
・
模
な
金
軍
の
動
員
も
慄
期
の
如
き
戦
闘
力
を

狸
揮
し
得
な
か
っ
た
ｏ
み
た
ら
す
、
先
づ
兵
員
の
徴
腿
を
拒
ん

虎
契
丹
人
の
叛
霞
が
｝
ね
、
次
い
で
経
済
的
負
循
の
過
重
に
憤
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叩

　

満
？

　
　

情
勢
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
海
陵
０
雄
圖
は
あ
ま
り
に
も
脆
く
崩

　
　

壊
し
た
。
こ
れ
が
北
族
の
素
朴
な
宣
行
的
精
紳
と
結
び
付
い
た

　
　

支
那
的
一
天
下
思
想
の
運
命
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
は

　
　

世
界
帝
國
理
念
に
對
す
る
民
族
併
立
と
い
ふ
歴
史
的
現
官
０
規

　
　

定
性
が
顧
み
ら
れ
す
、
種
族
的
封
鎖
差
別
感
情
の
強
度
が
反
省

　
　

さ
れ
て
居
な
か
っ
た
。
悴
遍
的
抽
象
的
な
漢
的
思
想
が
素
朴
に

　
　

も
直
接
的
に
揖
取
さ
れ
て
北
族
的
な
心
と
結
び
付
い
た
の
で
あ

　
　

る
。
軍
に
一
天
下
思
想
の
み
な
ら
す
、
海
陵
の
華
化
政
策
と
そ

　
　

の
漢
風
制
度
の
設
置
全
般
に
右
０
如
き
色
彩
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

次
に
出
で
た
世
宗
０
負
は
さ
れ
た
問
題
は
、
直
接
に
は
海
陵

　
　

０
無
謀
に
も
惹
起
し
た
事
受
０
處
理
、
印
ち
對
宋
外
交
０
調
整
、

　
　

契
丹
人
叛
紅
の
鎮
定
や
漢
民
の
安
撫
と
治
安
。
の
恢
復
で
あ
る
が
、

　
　

結
局
は
一
天
下
的
世
界
帝
國
理
念
０
是
正
と
女
員
的
北
朝
意
識

　
　

０
確
立
、
國
内
種
族
問
題
の
解
決
、
財
政
経
済
制
度
０
整
備
、

　
　

漢
文
化
撮
取
等
の
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　

海
陵
南
伐
失
敗
０
後
に
鑑
み
て
金
室
０
武
力
と
政
治
力
の
限

　
　

度
を
知
っ
た
世
宗
は
一
天
下
思
想
を
止
揚
し
て
集
朧
的
國
家
の

　
　

完
成
を
期
し
、
契
丹
族
０
叛
貳
や
漢
族
０
擾
殴
を
定
め
て
、
こ

　
　

れ
が
統
制
を
強
化
し
た
０
み
な
ら
す
、
征
服
者
た
る
女
員
族
Ｏ

向
上
と
掲
自
性
０
主
張
と
共
に
そ
０
統
制
０
強
化
を
も
な
ら
た

か
っ
た
。
然
し
そ
の
國
家
意
１
　
ぼ
北
朝
的
で
女
貫
主
義
を
主
調

と
し
て
、
漢
族
と
共
に
漢
文
化
を
も
重
覗
す
る
漢
的
色
彩
を
濃

厚
に
有
す
る
も
０
で
あ
っ
た
。
國
初
よ
り
撮
取
さ
れ
、
煕
宗
海

陵
を
経
て
次
第
に
浸
透
し
て
来
た
人
道
主
義
的
な
天
下
一
家
Ｏ

思
想
は
集
幄
的
な
國
家
意
識
や
女
貫
主
義
０
規
定
を
受
け
っ
Ｘ

も
、
倚
政
新
の
理
想
と
し
て
行
は
れ
て
居
た
。

　

世
宗
０
女
貫
主
義
の
堅
持
に
は
彼
自
身
に
深
刻
な
幄
験
が
あ

っ
た
０
で
あ
る
。
金
史
巻
八
八
、
唐
括
安
破
傅
に
は

　

起
復
伺
書
右
水
相
、
詔
曰
、
南
路
女
直
戸
頗
有
貧
者
、
漢
戸

　

租
佃
、
田
土
所
得
無
幾
、
費
用
不
給
’
不
習
騎
射
、
不
任
軍

　

旅
、
凡
成
丁
者
簑
入
軍
籍
、
月
給
銭
米
、
山
東
路
沿
遭
安
置
、

　

北
ハ
議
以
聞
、
浹
旬
上
問
曰
、
宰
臣
議
山
東
猛
安
貧
戸
如
之
何
、

　

奏
曰
未
也
、
乃
問
安
破
曰
、
於
卿
意
如
何
、
對
曰
、
猛
安
人
興

　

漢
戸
今
皆
一
家
、
彼
耕
此
種
皆
是
國
人
、
印
日
答
軍
恐
妨
農

　

作
、
上
責
安
噌
曰
、
朕
謂
卿
有
知
識
、
毎
事
専
倣
漢
人
、
若

　

無
事
之
際
可
務
農
作
、
度
宋
人
之
意
且
起
争
端
、
國
家
有
事

　

農
作
歯
暇
、
卿
習
漢
字
讃
詩
書
、
姑
置
此
以
講
本
朝
之
法
、

　

前
日
宰
臣
皆
女
直
跡
、
卿
狽
漢
人
昇
、
是
邪
非
邪
、
所
謂
一

　

家
者
皆
一
類
也
、
女
直
漢
人
其
賓
則
二
、
殷
即
位
東
京
、
契
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丹
漢
人
皆
不
往
、
・
惟
女
直
人
偕
来
、
此
可
謂
一
類
乎
、

　
　
　

と
あ
る
・
金
國
成
た
の
ぼ
動
力
と
な
っ
た
女
真
人
を
被
征
服
、

　
　

者
た
る
漢
族
と
同
一
覗
し
、
雨
者
り
金
國
に
於
け
る
使
命
を
さ

　
　

へ
圓
別
せ
ざ
ら
ん
と
し
た
唐
括
安
破
の
如
き
女
真
人
が
、
世
宗

　
　

朝
中
期
に
於
て
高
級
官
吏
た
り
し
事
賓
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る

　
　

が
、
こ
れ
を
嗜
め
た
世
宗
０
　
心
裡
に
は
右
の
如
き
値
瞼
０
裏
付

　
　

け
の
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
世
宗
が
海
陵
失

　
　

脚
の
後
を
受
け
て
東
京
遼
陽
に
自
立
し
た
時
、
彼
の
擁
立
に
參

　
　

加
し
た
者
に
契
丹
人
０
み
な
ら
す
、
漢
人
さ
へ
全
く
た
か
っ
た

　
　

と
い
ふ
事
賓
は
、
金
室
が
結
局
は
女
真
人
０
支
持
に
ょ
っ
て
維

　
　

持
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
現
賓
を
し
み
ぐ
感
ぜ
し
む
る
に
十
分

　
　

で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　

’
斯
く
の
如
き
眼
験
の
基
礎
の
上
に
立
っ
た
世
泌
の
女
買
主
義

　
　

は
、
軍
に
有
功
近
親
０
上
暦
女
真
人
に
信
頼
し
た
０
み
た
ら
す
、

　
　

下
借
貧
窮
女
混
人
に
も
４
　
　
分
０
注
意
を
沸
っ
た
仝
女
員
主
義
に

　
　

ま
で
進
展
し
た
が
、
然
し
遂
に
女
員
至
上
主
義
に
ま
で
は
至
ら

　
　
　
　

唇

　
　

な
か
っ
た
。
世
宗
の
仝
女
員
主
義
の
堅
持
は
い
國
初
以
来
金
室

　
　

に
よ
っ
て
撮
取
さ
れ
て
来
た
天
下
一
家
思
想
０
止
揚
と
い
ふ
歴

　
　

史
的
地
盤
の
存
し
た
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
こ
れ

加

　

に
就
て
は
彼
の
境
遇
を
も
顧
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

世
宗
。
０
母
方
の
家
は
世
々
遼
腸
に
住
し
た
李
氏
で
、
遼
に
仕

へ
て
政
治
的
に
も
重
要
な
地
位
に
在
っ
た
程
で
あ
る
か
ら
、
漢

的
教
養
の
深
き
家
な
り
し
は
疑
な
い
。
彼
０
生
母
貞
塵
皇
后
も

亦
相
営
教
養
あ
り
し
人
０
や
う
ゼ
、
佛
教
的
信
仰
も
厚
か
っ
た

如
く
で
あ
る
。
世
宗
が
こ
の
母
方
の
、
血
０
み
な
ら
す
、
そ
０
文

化
的
・
感
化
を
受
け
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
あ
る
ま
い
　
０
彼
が
初

よ
り
携
文
化
応
對
す
る
理
解
の
あ
り
し
も
常
然
で
あ
ら
う
。
且

つ
彼
０
舅
氏
は
貞
塵
皇
后
の
弟
李
石
で
、
そ
の
教
導
０
多
か
り

し
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
金
史
巻
八
六
、
李
石
傅
に
は

　

大
定
元
年
以
定
策
功
１
　
戸
部
侮
１
　
、
無
何
、
舞
參
知
政
事
、

　

何
瓊
殺
同
知
中
郡
留
守
蒲
察
沙
高
只
、
遣
使
奉
表
東
京
、
而

　

禁
臣
多
勧
世
宗
幸
上
京
者
、
石
奏
曰
、
正
隆
遠
在
江
淮
、
寇

　

盗
盛
起
、
萬
姓
引
領
東
向
、
宜
因
此
時
直
起
中
都
、
攘
腹
心

　

以
琥
令
天
下
、
萬
世
之
業
也
、
惟
陛
下
無
牽
於
衆
惑
、
上
意

　

遂
決
、
印
日
啓
行
、

と
あ
る
・
斯
く
０
如
く
世
宗
が
李
石
０
意
見
を
容
れ
て
首
都
を

燕
京
に
定
め
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
爾
後
の
金
室
の

政
治
的
方
府
の
運
命
が
あ
っ
た
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

女
賀
主
義
に
よ
る
天
下
一
家
思
想
の
規
定
、
天
下
一
家
思
想

に
よ
’
る
女
鴛
主
義
の
規
定
、
こ
の
両
者
の
止
揚
こ
そ
世
宗
政
治
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卯

　

の
指
導
理
念
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
女
侃
精
紳
０
作
凱
ハ
と
同
時

　
　

に
儒
教
的
教
養
の
重
鋭
、
貧
窮
女
武
人
の
救
済
を
策
す
る
と
共

　
　

に
漢
的
財
政
経
済
政
策
の
確
立
等
は
そ
の
傾
向
の
表
れ
で
あ
ら

　
　

う
。
幽
族
強
豪
を
制
限
す
る
の
み
な
ら
す
女
武
官
豪
０
利
釜
を

　
　

も
制
限
し
て
、
貧
窮
女
真
人
の
生
活
向
上
の
み
な
ら
す
、
貧
窮

　
　

漢
人
を
も
救
済
し
、
女
流
漢
雨
族
の
利
害
を
調
和
せ
し
め
ん
と

　
　

し
た
こ
と
は
右
０
如
き
政
治
の
方
向
に
沿
う
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　

殊
に
財
政
経
済
政
策
の
漢
的
合
法
化
は
國
伴
精
祁
の
作
興
と

　
　

共
に
世
宗
０
最
も
苦
心
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
」
つ
だ
。
海
陵
は
前
に

　
　

も
一
言
し
た
如
く
華
化
政
策
を
探
り
っ
Ｘ
も
、
漢
族
飯
會
殊
に

　
　

そ
の
経
済
方
面
の
賓
際
に
就
て
理
解
少
く
、
賓
状
を
咎

　
　

民
生
に
不
営
な
座
迫
を
加
へ
、
満
地
行
政
を
豪
乱
せ
し
む
る
に

　
　

至
っ
た
。
そ
０
後
を
受
け
て
時
局
の
拾
収
に
営
っ
た
世
宗
の
政

　
　

治
が
財
政
経
済
方
面
に
於
て
漢
的
合
法
化
の
傾
向
０
怪
か
っ
た

　
　

の
は
常
然
で
あ
ら
う
。
海
陵
が
直
接
的
形
式
的
漢
文
化
０
揖
取

　
　

を
な
し
た
る
に
對
し
、
世
宗
は
金
國
の
現
賓
に
卯
し
て
そ
の
政

　
　

治
を
賓
質
的
に
漢
化
せ
し
め
た
と
言
へ
よ
う
。
金
史
巻
七
、
世

　
　

宗
紀
中
、
大
定
十
四
年
三
月
甲
午
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

上
謂
大
臣
曰
、
海
陵
純
恂
吏
事
、
営
時
宰
執
止
以
案
噛
篤
功
。

　
　
　

卿
等
営
思
維
済
之
術
、
不
可
狂
故
常
也
、

と
あ
っ
て
、
海
陵
時
代
に
於
け
る
金
室
０
政
洽
は
専
ら
吏
事
を

狗
び
、
文
書
０
考
案
作
成
を
以
て
功
と
し
、
軍
に
事
務
的
形
式

的
に
漢
風
の
傅
統
に
沿
は
ん
と
し
た
０
み
で
、
賀
に
民
人
の
生

活
や
経
暦
０
皆
情
に
卯
し
て
政
治
せ
ん
と
す
る
注
意
や
努
力
が

足
ヽ
り
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
賦
役
に
於
て
も
民
衆
０
負
搭
過

重
と
な
る
０
も
顧
み
な
か
っ
た
如
き
は
、
一
面
北
族
的
な
力
を

以
て
す
る
俘
掠
や
略
奪
的
精
紳
の
残
滓
と
も
見
ら
れ
る
が
、
他

面
富
時
０
華
化
か
形
式
的
表
面
的
に
止
っ
て
居
た
事
賓
を
物
語

る
で
あ
ら
う
。
漢
的
形
式
に
よ
る
北
族
精
祁
の
暴
露
、
こ
れ
が

海
陵
政
治
の
賓
際
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
世
宗
は
こ
れ
に
鑑

み
て
民
衆
の
生
活
や
経
済
０
箆
情
に
注
意
し
て
漢
族
鮭
會
の
経

麿
原
則
に
即
し
た
財
政
経
済
政
策
を
樹
立
せ
ん
と
し
、
漢
風
Ｏ

　

「
経
臍
之
術
」
を
重
ん
す
る
に
至
っ
だ
の
で
あ
ら
う
。
海
陵
時

代
０
不
言
な
賦
課
は
或
は
こ
れ
を
腹
止
し
、
或
は
こ
れ
を
合
理

化
し
て
負
樅
の
適
正
と
そ
の
均
衡
を
得
し
め
ん
と
心
懸
け
た
も

の
０
や
う
で
あ
る
。
大
定
四
年
に
行
は
れ
た
物
力
通
栓
推
排
の

確
立
も
こ
の
趣
旨
に
従
っ
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
世
宗
朝
の
初
期
に
は
海
陵
以
来
０
財

政
上
０
放
慢
政
策
と
引
き
績
く
戦
孚
０
た
め
に
財
政
０
除
硲
が

な
く
、
、
海
陵
０
興
し
た
不
営
０
賦
課
０
中
、
直
ぐ
に
は
１
　
止
し
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得
な
か
っ
た
も
９
の
あ
っ
た
０
も
無
理
の
な
い
こ
と
と
言
は
ね

　
　

ば
な
ら
ぬ
。
金
史
巷
七
三
、
宗
尹
傅
に
は

　
　
　

上
問
宗
尹
、
對
曰
、
…
…
・
海
陵
軍
興
篤
一
切
之
賦
、
有
菜
園
’

　
　
　

房
税
養
馬
銭
、
大
定
初
軍
事
未
息
、
調
度
不
楠
、
。
敗
因
働
不

　
　
　

改
、
今
天
下
無
事
府
庫
充
積
、
悉
宜
罷
去
、
上
曰
卿
留
意
百

　
　
　

姓
、
朕
復
何
慮
、
大
尉
守
道
老
矣
、
捨
卿
而
誰
、
於
是
養
馬

　
　
　

等
銭
始
罷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　

’

　
　

と
あ
る
。
海
陵
の
始
め
た
税
銭
０
中
に
も
、
大
定
中
期
に
入
り
、

　
　

平
和
も
永
続
し
て
國
庫
充
賓
す
る
に
至
っ
て
始
め
て
罷
め
ら
れ

　
　

た
も
の
も
多
く
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
世
宗
の
初
期
に
は
財
政

　
　

窮
迫
の
た
め
人
民
の
負
複
軽
減
も
思
ふ
や
う
に
だ
し
得
た
か
っ

　
　

た
事
情
に
在
っ
た
こ
と
が
分
る
。
然
し
世
宗
は
そ
の
愛
民
政
治

　
　

０
見
地
よ
り
、
差
し
迫
っ
た
財
源
の
調
達
に
も
、
漢
人
赦
會
の

　
　

傅
統
に
沿
う
て
合
法
的
な
手
段
を
撰
ぶ
こ
と
を
怠
れ
な
か
っ
た
。

　
　

営
時
引
き
紬
く
戦
気
０
中
に
在
っ
て
、
兵
士
の
食
糧
等
前
線
に

　
　

於
け
る
物
資
０
供
給
に
困
難
を
感
じ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

　
　

い
・
そ
０
對
策
に
も
恣
意
珀
な
徴
襲
に
訴
へ
す
こ

　
　

的
手
段
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
調
達
を
計
ら
ん
と
力
め
た
や
う
で

　
　

あ
る
ヽ
・
金
史
０
和
耀
（
巷
五
〇
、
食
貨
志
五
）
０
と
こ
ろ
を
見

匹

　

七
か
弥
ら
れ
る
や
う
に
、
皇
統
二
年
既
に
行
は
れ
て
。
居
た
和
雑

法
を
彊
化
し
て
。
兵
糧
や
備
荒
０
た
め
０
府
庫
０
充
積
を
圖
っ

た
や
う
で
あ
る
。
完
顔
守
道
傅
（
巻
八
八
）
大
定
二
年
の
と
こ

ろ
に
も

　

未
幾
改
太
子
農
事
象
右
諌
議
大
夫
、
馳
騨
規
書
山
東
爾
路
軍

　

糧
及
賑
民
饌
、
守
道
籍
大
姓
戸
口
、
限
以
歳
儲
使
轟
輪
具
臓

　

入
官
、
復
給
其
直
、
以
是
軍
民
皆
足
、
ｙ

と
あ
る
・
こ
ｏ
他
収
益
税
的
な
城
郭
出
賃
房
税
、
金
銀
坑
冶
開

探
の
税
、
専
喪
或
は
消
費
税
的
な
盛
、
酒
、
酷
等
の
権
制
や
征

商
の
み
な
ら
雫
、
入
粟
補
官
度
牒
ｏ
制
等
を
も
或
は
彊
化
し
、

或
は
新
設
し
て
財
政
吸
入
を
柿
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
何
れ
も

漢
人
壮
曾
に
於
て
爰
宮
な
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
建
せ
ん

と
し
た
こ
と
は
、
金
史
食
貨
志
（
巻
四
八
、
四
九
）
を
一
讃
し

て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
食
貨
志
租
賦
｛
巻
四
七
｝

大
定
二
年
五
月
ｏ
と
こ
ろ
に
は

　

有
言
以
用
度
不
足
、
奏
預
借
河
北
東
西
路
中
郡
租
税
、
上
以

　

國
用
雖
乏
民
力
尤
難
、
遂
不
允
、
三
年
以
歳
歓
、
詔
勇
二
年

　

租
税
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

と
あ
る
・
財
政
窮
乏
救
済
の
焉
め
、
組
税
を
預
借
せ
ん
と
し
た

営
局
官
吏
の
主
張
は
、
民
力
を
害
ふ
の
敗
を
以
て
世
宗
に
斥
け

ら
れ
、
そ
ｏ
翌
年
に
は
却
て
前
年
の
租
税
が
冤
ぜ
ら
れ
た
と
こ
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ろ
も
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
大
金
國
志
巻
一
六
に

　
　
　

及
将
用
兵
、
叉
備
民
間
税
銭
五
年
、
民
皆
怨
恨
、
是
時
中
原

　
　
　

豪
傑
並
起
、
大
名
王
友
直
、
旅
南
状
京
、
大
行
陳
俊
、
侶
集

　
　
　

義
衆
、
而
契
丹
之
後
耶
律
裔
斡
、
亦
血
ハ
於
沙
漠
、
於
是
潮
海

　
　
　
　

一
軍
、
萬
人
叛
之
、

　
　

と
媒
へ
ら
れ
て
居
る
が
如
き
海
陵
弊
政
０
後
を
受
け
て
事
使
の

　
　

處
理
に
営
っ
た
世
宗
０
政
治
が
右
の
如
き
性
格
を
１
　
び
た
０
は

　
　

寧
ろ
営
然
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
金
史
谷
四
七
、
租
賦
大
定

　
　

二
年
五
月
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

謂
宰
臣
日
、
凡
有
姦
役
均
科
強
戸
、
不
得
抑
配
貧
民
、

　
　
　

と
あ
る
。
世
宗
は
猫
役
が
強
戸
よ
り
貧
民
に
抑
配
さ
れ
る
危
険

　
　
　

性
が
あ
っ
て
負
鐙
の
均
衡
を
監
脱
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
も
注

　
　
　

意
し
て
居
る
。
同
三
年
の
と
こ
ろ
に
は

　
　
　

詔
曰
、
朕
比
以
元
帥
府
従
宜
行
事
、
今
聞
河
南
瞎
西
山
東
北

　
　
　

京
以
東
及
北
適
州
郡
調
硬
甚
多
、
而
省
部
叉
具
他
州
一
例
征

　
　
　

取
賦
役
、
是
重
松
也
、
可
遜
元
帥
府
己
取
者
例
両
除
之
、

　
　

と
あ
る
。
戦
時
に
於
て
は
出
先
軍
部
の
調
硬
が
過
重
さ
れ
る
可

　
　

能
性
が
あ
る
の
で
、
中
央
政
府
の
課
す
る
賦
役
が
重
複
す
る
時

　
　

は
こ
れ
を
冤
除
せ
ん
と
心
懸
け
た
や
う
で
あ
る
。
又
兵
志
（
巻

　
　

四
四
）
、
養
兵
之
法
の
と
こ
ろ
に
は

　

世
宗
大
定
三
年
南
征
軍
上
毎
歳
可
支
一
千
萬
貫
、
官
府
止
有

　

二
百
萬
貫
、
外
可
取
於
官
民
戸
、
此
軍
須
銭
之
所
由
起
也
、

　

時
言
事
者
、
以
山
東
河
南
瞎
西
等
路
循
宋
斉
荷
例
州
邸
司
吏

　

弓
手
、
於
民
間
験
物
力
均
敷
顧
銭
、
名
曰
免
役
、
請
以
是
読

　

鶏
軍
、
至
是
省
具
散
以
聞
、
詔
罷
弓
手
銭
、
其
司
吏
銭
侶
菖
、

と
あ
る
。
常
時
は
軍
費
膨
脹
し
國
庫
の
経
常
収
入
の
み
で
は
到

底
支
辨
し
得
ず
、
莫
大
な
軍
費
が
出
先
軍
部
に
よ
り
軍
須
銭
の

名
を
以
て
臨
機
に
官
民
よ
り
調
達
さ
れ
て
居
た
。
又
山
東
、
河

南
、
映
西
等
の
斉
國
０
萬
領
内
の
州
謳
に
於
て
は
宋
や
斉
０
奮

例
に
従
っ
て
司
吏
銭
、
弓
手
銭
等
の
免
役
銭
が
民
戸
の
物
力
を

瞳
し
て
課
賦
さ
れ
て
居
た
の
で
世
宗
は
こ
れ
等
の
公
課
を
も
整

理
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
。
偽
て
州
懸
に
於
け
る
司
吏
銭
等
Ｏ

免
役
銭
を
以
て
軍
須
銭
に
常
て
る
こ
と
と
し
、
弓
手
銭
は
こ
れ

を
腹
罷
し
た
や
う
で
あ
る
。
更
に
同
養
兵
之
法
の
と
こ
ろ
に
は

　

（
大
定
）
四
年
六
月
奏
、
元
帥
府
乞
降
軍
須
銭
、
上
曰
帥
府
支

　

費
無
度
、
例
１
　
科
取
於
民
、
甚
非
朕
意
、
仰
會
計
軍
須
支
用

　

不
養
之
数
、
及
諸
路
勝
運
司
見
在
如
賓
訣
用
、
則
別
具
以
聞
、

と
あ
る
。
既
に
戸
等
制
の
存
せ
し
営
時
に
於
て
は
、
軍
須
銭
と

雖
も
勿
論
民
の
富
力
を
見
て
こ
れ
を
賦
課
し
た
で
あ
ら
う
が
、

こ
れ
は
定
率
税
で
は
な
く
、
必
要
額
を
各
戸
に
割
り
営
て
る
配
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布
税
的
た
る
を
冤
れ
な
い
か
ら
、
軍
費
膨
脹
し
、
営
局
の
不
正

　
　

０
加
は
る
に
従
っ
て
民
の
負
措
は
過
重
と
な
る
危
瞼
が
あ
る
。

　
　

斯
く
０
如
き
軍
費
に
よ
る
民
生
座
迫
０
可
能
に
對
し
て
も
世
宗

　

’
の
顧
慮
は
十
分
に
加
へ
ら
れ
て
居
た
。
亦
世
宗
愛
民
０
至
意
の

　
　

表
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
。
ど
０
詔
令
の
出
で
て
よ
’
り
僅
か

　
　

に
数
月
に
し
て
物
力
通
塗
法
０
整
備
が
賓
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

差
し
迫
っ
た
軍
費
必
要
０
篤
の
民
衆
０
負
推
軽
減
が
所
期
の
如
’

　
　

く
出
来
ぬ
０
で
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
そ
０
均
衡
を
得
し
心
ん
と

　
　

し
た
の
は
富
然
で
あ
ら
う
。
こ
ｘ
に
問
題
と
す
る
物
力
銭
法
の

　
　

確
立
は
斯
く
０
如
ぎ
皆
時
の
財
政
的
緊
迫
と
世
宗
の
愛
民
政
策

　
　

と
０
調
和
の
上
に
賓
現
さ
れ
た
も
の
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　

畏
友
佐
伯
富
學
±
０
示
教
に
誄
る
と
、
物
が
銭
な
る
も
の
は

　
　

南
宋
に
も
存
し
た
や
う
で
あ
る
。
‘
然
し
未
だ
こ
の
物
力
銭
の
性

　
　

質
も
こ
れ
と
所
謂
戸
等
制
と
の
開
係
も
全
く
不
明
の
中
に
在
る

　
　

の
で
、
今
直
ち
に
こ
れ
と
金
代
物
力
銭
と
の
関
係
を
加
へ
る
こ

　
　

と
は
出
来
な
い
が
、
年
代
の
開
係
よ
り
、
世
宗
大
定
四
年
の
物

　
　

力
銭
法
の
整
備
に
は
、
南
宋
物
力
銭
法
の
影
響
が
あ
っ
た
と
見

　
　

ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

　
　
　

兎
も
あ
れ
。
金
の
物
力
銭
法
は
金
國
の
財
政
的
必
要
と
営
時

匹

　

の
漢
人
社
會
の
経
済
絢
責
情
と
の
要
請
に
照
し
て
整
備
さ
れ
た

も
の
な
る
こ
と
は
疑
な
い
。

　

唐
の
均
田
法
が
有
名
無
賓
と
な
り
、
土
地
の
個
人
私
有
が
支

配
的
と
た
る
や
、
税
法
と
し
て
の
租
庸
調
制
も
益
■
Ｍ
そ
の
安
営

性
を
訣
く
。
に
至
り
、
遂
に
徳
宗
建
中
年
間
の
雨
税
法
の
施
行
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
恂
古
的
な
支
那
人
か
ら
は
、
聖
賢
の
道
に
叛

く
も
の
と
し
て
、
’
轟
々
吟
る
非
難
の
的
と
は
な
っ
だ
が
、
時
勢

の
趨
く
と
こ
ろ
必
然
的
に
推
移
し
て
佃
人
私
有
゛
の
財
産
を
課
税

の
標
準
と
す
る
こ
と
は
爾
来
支
那
税
法
の
原
則
と
な
る
に
至
っ

た
。
こ
の
法
も
営
初
は
墾
地
の
所
有
面
積
を
標
準
と
し
て
各
戸

の
財
産
に
等
級
を
附
し
た
が
五
代
頃
に
至
っ
て
は
逡
に
純
倅
な

地
租
的
性
質
の
も
の
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

　

赴
會
の
経
臍
は
音
達
し
、
商
業
や
貨
幣
経
臍
の
飛
躍
的
な
音

展
に
件
っ
て
所
有
耕
地
の
面
積
の
み
が
決
し
て
人
戸
の
富
力
を

表
示
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
事
賓
を
見
逃
し
得
ざ
る
に
至
っ
た
。

都
市
の
経
済
的
音
達
の
顕
著
な
る
も
の
あ
る
に
至
っ
て
は
、
土

地
の
如
き
も
純
伴
な
農
耕
に
使
用
さ
れ
る
よ
り
も
、
園
駱
や
建

築
地
等
に
使
用
さ
れ
る
方
が
却
っ
て
多
額
？

り
、
土
地
の
位
置
と
使
用
法
の
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
収
益
に
も

多
大
の
相
違
を
生
じ
、
土
地
値
段
の
懸
隔
に
甚
し
き
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
が
推
さ
れ
る
。
靴
會
の
音
達
が
斯
く
の
如
き
に
至
っ
・

-41-



助

　

て
は
耕
作
地
以
外
に
収
盆
源
と
な
る
資
財
の
種
類
も
多
く
数
へ

　
　

ら
れ
、
人
戸
の
財
蓄
積
の
手
段
は
多
種
多
様
と
な
っ
た
で
あ
ら

　
　

う
。
斯
く
し
て
各
戸
の
財
産
課
税
の
鐙
税
能
力
は
、
そ
の
所
有

　
　

土
地
の
面
積
と
は
著
し
く
懸
掘
す
る
に
至
り
、
墾
地
の
面
積
の

　
　

み
を
以
て
各
戸
の
財
産
に
等
級
を
附
し
た
雨
税
法
は
總
合
財
産

　
　

税
と
し
て
の
意
義
を
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ゝ
に
於
て
雨

　
　

税
法
は
地
租
化
し
て
主
と
し
て
純
粋
な
農
耕
地
を
課
税
の
標
準

　
　

と
し
、
同
時
に
耕
作
地
以
外
の
牧
盆
源
と
な
る
資
財
を
標
準
と

　
　

し
た
特
別
税
の
・
創
始
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
。
五
代
後
梁
の

　
　

時
に
始
め
ら
れ
た
と
推
せ
ら
れ
る
屋
税
や
地
税
陰
斯
く
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唇

　
　

要
請
に
庶
じ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
北
宋
時
代
に
至
っ
て

　
　

も
民
佃
官
地
の
小
作
料
な
る
「
公
ｍ
之
賦
」
、
雨
税
に
営
る
「
民

　
　

田
之
賦
」
の
他
に
「
城
郭
之
賦
」
と
し
て
宅
税
や
地
税
が
あ
っ

　
　

て
財
産
課
税
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
居
た
。
そ
の
他
に

　
　

は
人
頭
税
的
な
「
丁
口
之
賦
」
や
詩
費
税
的
な
「
雑
愛
之
賦
」

　
　

等
が
あ
っ
た
が
こ
れ
は
直
接
税
的
財
産
税
的
の
も
の
で
は
な
い

　
　

で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

北
宋
を
倒
し
た
金
に
も
民
佃
官
地
の
小
作
料
な
る
宮
田
の
租
、

　
　

民
戸
私
有
０
耕
地
面
積
を
標
準
と
し
て
課
税
す
る
私
田
の
税
の

　
　

あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
他
’
に
出
賃
房
税

や
金
銀
坑
冶
開
探
の
税
の
如
き
収
益
税
的
の
も
の
や
商
税
や
専

費
等
の
如
き
消
費
税
の
存
し
た
こ
と
は
金
史
貪
貝
志
に
よ
っ
て

明
か
で
あ
る
。
然
し
直
接
民
戸
の
私
有
財
産
を
對
象
と
す
る
一

般
的
課
税
と
し
ｔ
は
地
租
的
尨
私
田
で

題
と
す
る
物
力
銭
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
さ

れ
ば
税
と
し
て
の
物
力
銭
は
北
宋
時
代
に
宅
税
や
地
税
の
形
式

で
課
税
さ
れ
た
如
き
都
市
に
於
け
る
官
吏
や
商
工
業
者
の
抱
擁

す
る
諸
種
の
財
産
的
収
益
源
を
も
重
要
な
る
課
税
標
準
と
し
た

の
は
営
然
で
あ
ら
う
。
五
代
や
北
宋
に
於
て
行
は
れ
た
雨
税
以

外
の
諸
種
の
財
産
税
は
金
に
於
て
は
こ
の
物
力
銭
に
統
一
さ
れ

た
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　

然
し
北
宋
時
代
に
於
て
は
、
「
民
田
之
賦
」
が
主
と
し
て
地
方

の
耕
地
を
課
税
の
標
準
と
し
た
る
に
對
し
、
そ
の
他
の
諸
種
の

財
康
税
は
「
城
郭
之
賦
」
な
る
名
柳
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如

く
、
都
巾
若
し
今
は
商
丿
業
者
等
に
限
定
さ
れ
、
地
方
的
人
的

に
無
制
限
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
金
の

物
力
銭
は
既
述
の
如
く
地
方
的
に
も
人
的
に
も
制
限
が
な
く
、

読
吟

と
し
て
課
税
さ
れ
た
綜
合
財
鳶
税
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
綜
合

的
な
財
産
税
の
成
立
し
た
の
は
、
こ
れ
が
北
宋
時
代
既
に
各
戸
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・
の
全
財
産
を
標
準
と
し
て
行
は
れ
た
戸
等
制
と
合
流
し
た
か
ら

で
あ
ら
つ
。
従
来
の
諸
種
の
財
産
課
秘
が
戸
等
制
と
合
流
し
て
、

地
方
の
農
耕
地
面
積
を
も
含
め
た
一
般
財
産
を
標
準
と
し
た
物

力
銭
と
な
っ
た
の
で
、
同
じ
く
財
産
税
な
る
農
耕
地
面
積
乞
標

準
と
Ｉ
す
る
私
田
０
税
と
こ
れ
と
の
調
和
が
問
題
と
な
っ
た
の
は

富
然
で
あ
ら
つ
。
既
述
の
如
く
、
「
民
地
已
納
税
、
又
通
定
物
力
、

比
之
浮
財
所
出
差
役
、
是
篤
重
併
也
」
と
の
提
言
が
あ
り
、
「
達

詳
酌
民
地
定
物
力
減
十
之
二
」
な
る
結
末
を
見
た
の
は
右
の
如

き
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

前
述
の
如
く
物
力
銭
の
財
産
税
と
し
て
の
面
も
漢
人
靴
會
に

　
　

於
て
は
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
世
宗
が
こ

　
　

の
税
額
の
査
定
に
特
に
意
を
用
ひ
た
の
は
物
力
銭
の
差
役
や
免

　
　

役
銭
の
課
徴
標
準
と
し
て
の
面
を
一
勝
重
要
硯
し
だ
か
ら
で
あ

　
　

る
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
さ
れ
ば
世
宗
大
定
四
年
の
物

　
　

力
通
論
法
の
確
立
は
天
會
初
期
以
来
探
用
さ
れ
て
居
た
差
役
や

　
　

菟
役
銭
の
標
準
と
し
て
の
民
戸
の
富
力
等
第
の
整
備
と
し
て
重

　
　

要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

世
宗
は
そ
の
國
伴
主
義
の
立
場
よ
り
漢
族
紅
會
の
制
度
や
償

　
　

習
は
な
る
べ
く
女
真
吐
會
忙
浸
透
せ
し
め
な
い
方
針
で
あ
っ
た
。

即

　

然
し
固
よ
り
漢
文
化
に
對
す
る
受
容
面
の
大
な
抄
し
上
に
既
に

漢
族
経
済
文
化
２
具
只
中
に
身
を
投
じ
て
居
る
女
具
人
の
漢
化

は
必
然
的
に
世
宗
の
女
員
社
會
に
對
す
る
政
策
を
も
漢
文
化
的

た
ら
し
め
ね
ば
止
ま
な
か
っ
た
。
既
述
の
如
き
猛
安
謀
克
戸
に

對
す
る
推
排
法
の
探
用
は
女
員
人
の
官
吏
聚
用
に
も
漢
文
化
的

色
彩
の
多
い
科
挙
法
を
課
し
、
猛
安
謀
克
戸
に
も
耕
作
能
力
の

足
ら
ざ
る
者
に
は
租
佃
法
を
公
許
し
た
こ
と
と
共
に
、
右
の
傾

向
の
表
れ
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
海
陵
時
代
の
文
化
の
婿
取

は
侮
形
式
的
表
面
的
な
り
し
が
、
國
梓
主
義
を
堅
持
し
た
世
宗

治
下
に
於
て
女
貫
人
は
却
っ
て
賓
質
的
に
支
那
化
す
る
蓮
庫
に

置
か
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
殊
に
右
の
漢
風
科
挙
法
の
探
用
は

漢
文
化
主
義
に
そ
の
道
を
通
じ
て
居
る
。

　
　
　
　
　

五
、
結

　
　

論

　

金
の
物
力
銭
査
定
方
法
な
る
物
力
通
論
推
排
は
、
往
々
、
北

宋
の
祁
宗
煕
寧
年
間
の
手
賓
法
に
富
比
せ
り
れ
る
。
趙
翼
の
二

十
二
史
劉
記
に
も
金
代
推
排
の
法
に
就
て
記
述
し
た
後
に
次
の

如
く
論
じ
て
居
る
。

　

按
金
代
推
排
之
法
、
具
宋
呂
恵
卿
所
創
手
責
法
相
似

と
言
ひ
、
こ
の
手
賓
法
に
就
て
略
述
し
、
こ
の
法
に
對
す
る
営

時
の
非
難
を
記
し
た
後
に
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故
紳
宗
於
王
呂
所
創
新
法
不
改
、
而
濁
此
手
賓
之
法
特
詔
罷

　

之
、
以
宋
暫
行
印
罷
之
敞
政
、
而
金
代
数
十
年
行
之
不
腱
、

　

故
雖
以
世
宗
求
治
而
無
救
於
民
病
也
、

と
言
っ
て
、
宋
代
に
暫
時
行
は
れ
て
慶
罷
さ
れ
た
こ
の
弊
政
を

金
に
於
て
は
数
十
年
間
こ
れ
を
綬
行
し
た
と
言
っ
て
、
世
宗
の

｛
推
排
法
を
非
難
が
ま
し
く
論
じ
て
居
る
。

　

手
資
法
は
先
づ
官
に
於
て
田
地
や
そ
の
他
の
財
物
の
中
價
を

定
め
て
民
に
示
し
、
民
を
し
て
そ
の
物
價
を
標
準
と
し
て
そ
の

所
有
資
産
の
價
格
を
申
告
せ
し
め
、
隠
匿
す
る
者
あ
ら
ば
隣
人

の
糾
告
を
許
し
、
そ
の
資
あ
る
時
は
被
告
人
の
資
産
の
三
分
一

を
賞
に
充
て
て
以
て
申
告
の
虚
鋸
な
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
し
、

各
戸
の
全
資
産
價
格
の
高
下
を
等
第
し
て
五
等
と
な
し
、
簿
籍

を
造
っ
て
公
課
負
櫓
の
均
衡
を
得
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
法
の
探
用
さ
れ
た
事
情
を
見
る
と
綾
資
治
通
鑑
長
編
巻
二

五
四
、
煕
寧
七
年
七
月
乙
卯
の
と
こ
ろ
に
は

　

司
農
寺
言
、
五
等
丁
産
簿
黄
憑
書
手
及
戸
長
供
通
、
隠
漏
不

　

宜
瞼
用
無
抹
、
今
煕
寧
編
織
但
川
去
黄
條
、
不
立
新
制
、
卯

　

於
造
簿
反
無
文
可
守
、
甚
篤
未
便
、
承
前
建
議
惟
使
民
自
供

　

手
賓
、
許
人
糾
告
之
法
最
篤
詳
密
、
貧
富
無
所
隠
、
誠
造
簿

　

之
良
法
、
詔
鐙
提
雄
編
修
司
農
寺
條
例
司
、
建
議
者
前
曲
腸

‐
尉
呂
和
恵
卿
弟
也
、

と
あ
り
、
又
同
哭
亥
の
と
こ
ろ
に
は

　

呂
恵
卯
献
議
曰
、
免
役
出
銭
或
未
均
、
出
於
簿
法
之
不
善

　

按
戸
令
手
資
者
令
人
戸
具
其
丁
口
田
宅
之
賓
也
、
嘉
砧
戟
造

　

節
委
令
佐
責
戸
長
三
大
戸
録
人
戸
丁
口
税
産
物
力
篤
五
等
、

　

且
田
野
居
民
１
　
戸
長
豊
能
霊
知
其
貧
富
之
詳
、
既
不
令
自
供

　

手
賓
則
無
隠
匿
之
責
、
安
肯
自
陳
、
叉
無
賞
典
敦
肯
糾
決
、

　

以
此
奮
簿
不
可
信
用
、
謂
宜
倣
手
賓
之
意
使
人
戸
自
占
家
業
、

　

如
有
隠
匿
印
用
隠
寄
産
業
賞
告
之
法
、
庶
得
其
賓

と
あ
る
。
こ
の
法
は
民
戸
自
ら
の
資
産
價
格
の
申
告
と
隣
人
の

告
奸
に
重
鮎
を
置
い
た
制
度
で
あ
る
。
又
こ
の
法
に
對
す
る
非

難
も
主
と
し
て
こ
の
申
１
　
と
告
奸
に
向
け
ら
れ
て
居
た
や
う
で

あ
る
。
、
宋
史
慢
二
二
九
、
郊
継
傅
に
は

　

初
恵
卿
弟
和
卿
創
手
賓
法
、
継
曰
、
凡
民
養
生
之
具
日
用
而

　

家
有
之
、
今
欲
書
令
疏
賓
則
家
有
告
計
之
憂
、
人
懐
隠
匿
之

　

慮
無
所
措
手
足
矣
、
商
貿
通
殖
貨
財
交
易
有
無
、
不
過
服
食

　

器
用
米
粟
絲
麻
布
帛
之
類
、
或
春
有
之
而
夏
以
蕩
折
、
或
秋

　

貯
之
而
冬
已
散
亡
、
公
家
薄
書
何
由
拘
鎌
其
勢
安
得
不
犯
、

　

徒
使
麗
訟
者
趨
賞
報
怨
、
以
相
告
肝
畏
怯
者
守
死
忽
困
而
已
、

　

詔
罷
其
法
、
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’
と
あ
る
・
然
る
に
金
の
物
力
推
排
法
に
於
て
は
既
述
の
如
く
、

　
　

本
人
の
申
告
や
地
方
人
の
推
唱
を
求
む
る
こ
と
は
、
こ
。
の
手
賓

　
　

法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
參
考
に
供
す
る
の
み

　
　

で
、
こ
れ
に
重
鮎
を
置
い
た
の
で
は
な
く
、
且
つ
賞
告
の
規
定

　
　

も
な
く
、
金
室
と
し
て
は
告
奸
は
却
っ
て
弊
害
と
し
て
避
け
ん

　
　

と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
金
室
は
専
ら
そ

　
　

の
派
遣
す
る
特
使
の
裁
量
に
信
頼
し
、
そ
の
自
由
な
る
判
断
を

　
　

以
て
決
定
せ
し
め
ん
と
し
た
や
う
で
あ
る
。
公
課
負
搭
の
基
準

　
　

と
な
る
べ
き
民
戸
富
力
の
賓
際
を
捕
捉
せ
ん
と
す
る
趣
意
に
於

　
　

て
は
雨
者
共
に
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
を
迪
す
る
手
段
に

　
　

於
て
は
各
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
同
じ
く
漢
族
赴
會
に
於
て
そ

　
　

の
賦
役
課
徴
の
標
準
と
し
て
傅
統
的
な
物
力
等
第
の
法
を
賢
施

　
　

す
る
に
も
、
手
皆
法
に
於
て
は
告
奸
賞
告
が
結
局
の
依
抹
で
あ

　
　

り
、
推
排
法
に
於
て
は
特
使
の
自
由
＊
Ｊ
Ｋ
?
判
断
が
最
後
の
決
定

　
　

複
を
有
し
て
居
る
。
前
者
に
は
漢
族
赴
會
に
根
ざ
し
て
居
る
個

　
　

人
主
義
的
利
己
意
識
を
利
用
せ
ん
と
す
る
心
が
あ
り
、
後
者
に

　
　

は
官
吏
の
良
心
的
判
断
と
そ
の
精
励
孔
對
す
る
信
頼
の
念
が
あ

　
　

る
。
法
と
現
賓
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
政
治
で
あ
る
。
手
賓
法

　
　

と
推
排
法
と
の
相
違
は
結
局
宋
金
附
國
の
焉
政
者
の
政
治
的
態

加

　

度
の
相
違
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
手
賢
法
は
既

掲
の
如
く
告
奸
賞
告
の
民
政
上
に
害
あ
る
を
理
由
と
し
て
一
年

三
ヶ
月
で
設
止
さ
れ
、
又
菖
来
の
法
が
復
活
さ
れ
た
。
そ
の
奮

末
の
法
と
て
も
簿
籍
の
作
成
は
専
ら
書
手
、
戸
長
等
地
方
自
治

團
醒
の
役
員
に
委
任
し
て
事
務
的
に
處
１
　
せ
し
め
る
結
果
と
な

り
、
「
隠
漏
不
賓
、
楡
用
無
味
」
の
状
態
に
放
認
し
て
文
雅
無
篤

０
政
治
に
安
住
し
居
た
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
地
方
長
官
に
、
も

一
任
す
る
こ
と
な
く
、
金
室
の
信
頼
す
る
特
使
を
任
命
し
て
、

孜
々
と
し
て
こ
れ
を
督
励
し
て
、
民
戸
富
力
の
推
排
に
賓
味
あ

ら
し
め
ん
と
力
め
た
態
度
に
比
す
る
と
可
成
り
な
相
違
が
認
め

ら
れ
る
。
金
は
北
宋
の
後
を
襲
ひ
、
そ
の
成
敗
の
跡
を
見
て
歴

史
的
駄
訓
を
得
た
こ
と
も
多
少
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
矢
張
り
、

女
具
漢
雨
種
族
の
種
族
性
に
基
く
生
活
感
情
や
政
治
意
識
の
相

違
に
も
由
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
。

　

世
宗
自
ら
勤
倹
奉
公
、
滅
私
愛
民
の
君
主
な
り
し
こ
と
は
金

史
の
世
宗
紀
や
こ
れ
に
相
富
す
る
志
や
列
傅
を
見
れ
ば
明
ら
か

に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
の
漢
族
に
對
す
る
愛

民
政
治
に
於
て
も
具
に
信
頼
し
得
た
臣
僚
は
寧
ろ
漢
族
出
身
者

に
あ
ら
す
し
て
、
却
っ
て
女
異
人
出
身
の
政
治
家
で
あ
っ
た
。

世
宗
が
或
は
「
轟
忠
」
と
評
し
、
或
は
「
留
意
百
姓
」
と
し
て

信
頼
し
た
の
は
何
れ
も
女
員
人
出
身
者
で
あ
っ
て
、
漢
人
臣
僚
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に
對
し
て
は
「
篤
利
而
已
」
と
許
し
、
曹
望
之
、
梁
蕭
等
の
如

　
　

き
有
能
顧
功
の
官
吏
に
就
て
も
「
上
書
言
事
蓋
凱
談
執
政
耳
、

　
　

共
於
國
政
竟
何
所
補
速
」
と
述
懐
し
て
居
る
。
斯
く
の
如
き
涜

　
　

人
官
吏
の
態
度
は
彼
等
が
金
國
構
成
員
と
な
り
し
は
被
征
服
者

　
　

と
し
て
で
あ
り
、
そ
の
金
室
君
主
従
と
の
結
び
付
き
は
営
初
は

　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

利
盆
感
情
を
主
調
と
す
る
相
互
依
存
開
係
で
あ
っ
た
篤
め
、
金

　
　

室
に
抑
す
る
忠
誠
も
金
國
に
對
す
る
愛
着
も
種
族
的
感
情
よ
り

　
　

儲
り
強
く
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
ふ
理
由
も
存
す
る
で
あ
ら
う

が
、
そ
の
同
種
族
な
る
浹
族
に
對
し
て
も
女
真
人
よ
り
却
っ
て

＠酷
薄
な
る
者
あ
り
し
よ
り
・
見
て
、
漢
族
本
来
の
生
活
感
情
の
個

人
主
義
的
な
り
し
理
由
に
も
基
く
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

女
真
人
は
一
般
北
族
と
等
し
く
純
直
に
し
て
仝
曖
意
識
が
弼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

い
。
北
風
揚
沙
録
等
が
勃
興
常
初
に
於
け
る
女
員
族
に
就
て
記

し
て
居
る
の
を
見
る
と
、
営
時
の
女
員
靴
音
に
は
平
等
意
識
が

比
較
的
強
く
、
集
園
意
識
も
共
同
値
的
全
員
翼
賛
的
な
色
彩
が

濃
厚
で
、
建
策
の
良
否
に
よ
っ
て
推
畢
さ
れ
る
可
能
性
多
く
、

論
功
行
賞
も
領
主
に
對
す
る
忠
誠
と
い
ふ
や
う
な
封
建
的
色
彩

少
く
、
集
團
の
た
め
に
奉
公
し
た
と
い
ふ
全
値
主
義
的
の
も
の

で
あ
っ
た
。
文
勃
興
営
初
の
女
真
鯉
會
で
は
軍
律
も
法
令
も
甚

だ
蔽
重
で
残
酷
と
さ
へ
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
さ
へ
あ
る
。
こ
れ
は

専
制
的
支
配
者
の
強
制
的
命
令
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
純
直

に
し
て
簡
潔
な
共
同
膿
的
精
祁
に
基
く
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
あ

ら
う
。
斯
く
の
如
き
直
截
な
女
鍔
人
の
心
に
於
て
は
漢
風
の
鐙

教
も
一
１
　
こ
れ
を
理
解
す
れ
ば
牟
直
に
資
行
せ
ん
と
す
る
意
欲

に
移
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
儒
教
的
政
教
の
理
想
も
世
宗
の
女
賀

的
な
純
直
に
し
て
１
　
蔵
的
な
心
に
於
て
生
か
さ
れ
て
彼
の
愛
民

の
至
情
と
な
っ
だ
の
で
あ
ら
う
。
天
下
一
家
の
思
想
も
彼
に
於

て
は
滅
私
奉
公
の
全
蔵
主
義
的
意
識
の
中
に
動
い
て
居
る
。
今

一
例
を
示
す
と
金
史
巻
四
八
食
貨
志
三
、
銭
幣
の
と
こ
ろ
に
は

　

（
大
定
）
十
五
年
十
一
月
、
上
謂
宰
臣
曰
、
或
言
端
銭
無
釜
、
’

　

所
得
不
償
所
費
、
股
謂
不
然
、
天
下
一
家
何
公
私
之
間
、
公

　

家
之
費
、
私
家
得
之
、
但
新
祭
日
噌
、
公
私
倶
便
也
、

と
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
皇
家
の
利
も
民
間
の
利
も
全
く
同
じ

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
身
を
持
す
る
こ
と
極
め
て
倹
素
で

政
治
に
精
嚇
し
た
０
も
斯
く
の
如
き
女
員
的
ｔ
精
祁
と
相
通
す

る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
物
力
等
第
簿
更
改
の
篤

め
特
使
を
派
し
て
そ
の
均
衡
を
得
し
め
ん
と
期
し
た
如
き
も
、

金
國
政
治
の
集
硬
性
よ
り
来
る
鮎
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
矢
張

り
政
治
へ
の
信
頼
と
精
勘
の
表
れ
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

度
し
難
い
利
己
的
な
漢
族
赴
會
に
對
し
て
そ
の
認
識
が
足
り
た
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か
っ
た
と
の
誹
。
は
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
世
宗
愛
民
の
誠
賓
性
の

　
　
　

必
須
行
之
、
’
然
知
而
不
能
行
者
多
矣
、
萄
不
能
行
、
誦
之
何

存
す
る
と
こ
ろ
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

盆
、
女
直
奮
風
最
篤
純
直
、
雖
不
知
書
、
然
其
祭
天
地
敬
親

　

斯
く
の
如
き
世
宗
が
上
に
在
っ
て
孜
々
と
し
て
官
界
の
憲
正
、

　
　

戚
尊
１
　
老
接
賓
客
信
朋
友
、
微
意
歓
曲
皆
出
自
然
、
其
善
呉

吏
道
の
刷
新
に
力
め
た
の
で
、
常
時
金
室
の
政
治
は
大
い
に
振

　
　
　

古
書
所
載
無
異
、
汝
輩
営
習
學
之
、
奮
風
不
可
忘
也
、

つ
た
と
言
べ
る
だ
ら
う
。
然
し
漢
的
な
経
済
や
文
化
の
具
有
す

　
　

と
あ
る
。

る
個
人
主
義
的
な
意
識
は
軍
に
漢
族
祀
會
を
支
配
し
た
の
み
な

　
　
　

世
宗
が
國
伴
的
女
真
精
８
　
の
作
興
に
熱
心
な
り
し
は
有
名
な

ら
す
、
こ
れ
と
雑
所
す
る
女
真
人
に
も
不
可
抗
的
に
浸
透
し
て

　
　

る
が
、
そ
れ
は
血
縁
を
重
ん
じ
組
宗
を
崇
び
純
直
自
然
、
恂
武

女
真
人
ｏ
佃
人
主
義
化
を
も
永
た
さ
し
む
る
に
至
っ
て
居
た
こ

　
　

賓
践
的
な
女
異
人
固
有
の
精
祁
を
復
活
せ
し
め
Å
と
し
た
の
で

と
は
多
く
資
料
の
徴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
北
族
の
１
　
蔵
意
識

　
　

あ
る
。
そ
の
直
接
手
段
と
し
て
宗
室
大
臣
を
率
ゐ
奮
都
會
寧
に

は
原
生
的
で
理
性
的
訓
練
を
経
て
居
な
い
も
の
で
、
外
敵
に
對

　
　

赴
き
女
員
の
蕉
俗
を
見
學
せ
し
め
ご

し
て
は
頗
る
熾
烈
と
た
る
が
、
殊
に
経
済
面
に
對
し
て
は
多
く
ヽ

　

於
て
も
漢
風
を
斥
け
奮
俗
を
昂
揚
し
、
且
つ
塙
倹
の
風
に
還
ら

の
危
弱
性
を
有
っ
て
居
る
。
且
つ
純
朴
な
る
精
御
が
失
は
れ
る

　
　

し
め
ん
と
し
た
。
女
真
語
女
真
文
字
學
の
振
興
や
女
員
姓
の
尊

と
ヽ
腔
歌
も
既
に
賓
賤
の
倫
理
で
は
な
く
、
惰
弱
な
文
化
人
の

　
　

重
と
漢
風
改
姓
の
禁
止
も
亦
こ
の
目
的
に
沿
は
ん
と
し
た
も
の

輩
な
る
教
養
と
七
て
意
義
を
有
す
る
に
至
る
。
漢
文
化
は
純
直

　
　

で
あ
る
。
然
し
世
宗
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
拘
ら
す
女
真
奮
精
御

賓
賤
的
な
女
貢
的
心
に
於
て
で
は
た
く
、
支
那
的
な
心
を
以
て

　
　

の
復
活
は
逡
に
こ
れ
を
な
し
得
な
か
っ
た
。
女
真
祀
會
が
固
よ

そ
の
享
受
が
行
は
れ
る
に
至
る
。
こ
の
傾
向
が
勿
論
世
宗
時
代

　
　

り
封
鎖
性
比
較
的
少
く
、
漢
風
文
化
の
受
容
面
の
大
な
り
し
は

既
に
存
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
金
史
巻
七
、
世
宗

　
　

厩
述
の
如
く
で
あ
る
。
日
本
ｏ
如
く
海
を
隔
て
た
島
國
な
ら
ば

紀
中
、
大
定
十
六
年
正
月
丙
寅
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
。
大
陸
文
化
に
對
し
、
そ
の
受
容
は
自
然
的
に
も
調
節
さ
れ
得
る

　

上
輿
親
王
宰
執
従
官
従
容
論
古
今
興
慶
事
、
曰
、
経
籍
之
興

　
　

’
が
、
金
國
は
漢
族
國
家
と
地
続
き
な
る
大
陸
國
家
な
る
上
に
漢

　

其
永
久
矣
、
垂
歌
後
世
無
不
轟
善
、
今
之
學
者
既
能
誦
之
、

　
　

族
を
も
重
要
な
る
構
成
員
と
し
て
こ
れ
を
包
含
し
、
且
つ
遼
國
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２

　

０
遊
牧
性
濃
厚
な
る
契
丹
族
と
は
異
り
、
農
耕
を
主
と
す
る
金

　
　

國
の
女
真
族
は
既
に
積
極
的
に
漢
人
任
地
に
進
出
し
て
こ
れ
と

　
　

雑
所
し
て
数
十
年
を
経
て
居
る
。
漢
文
化
浸
透
の
不
可
抗
的
で

　
　

選
揮
的
受
容
や
、
そ
の
止
揚
の
訟
裕
も
失
は
れ
る
に
至
っ
た
こ

　
　

と
は
蓋
し
営
然
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
更
に
漢
地
移
住
者
０
。

　
　

奢
侈
化
惰
弱
化
は
上
１
　
富
家
に
於
て
の
み
な
ら
す
、
下
浦
貧
な

　
　

る
者
も
亦
こ
れ
に
倣
ひ
、
そ
の
貧
窮
化
無
気
力
化
を
促
進
せ
し

　
　

め
た
。

　
　
　

而
し
て
世
宗
の
仝
女
真
人
主
義
と
言
っ
て
も
、
只
夙
に
下
胚

　
　

女
真
人
に
も
留
意
し
た
と
言
ふ
の
み
で
、
主
と
し
て
漢
地
及
び
。

　
　

こ
れ
に
準
す
べ
き
地
方
の
居
住
女
員
人
を
對
象
と
し
、
既
に
漢

　
　

化
し
た
女
真
人
の
精
祁
作
興
や
そ
０
貧
窮
救
済
の
程
度
に
の
み

　
　

止
っ
て
、
依
然
と
し
て
北
満
０
原
住
地
に
在
っ
て
奮
態
を
保
存

　
　

し
て
居
た
素
朴
純
直
な
女
真
人
を
奮
起
せ
し
め
て
人
的
分
子
と

　
　

し
て
新
に
金
國
政
治
に
加
入
せ
し
め
ん
と
す
る
努
力
は
少
か
っ

　
　

た
や
う
で
あ
る
。
女
真
人
の
科
拳
法
も
固
定
し
た
金
國
０
奮
秩

　
　

序
の
殼
を
被
っ
た
も
の
で
、
純
直
な
新
分
子
０
擾
頭
に
坦
路
を

　
　

開
か
ん
と
す
る
用
意
は
足
り
な
か
っ
た
と
言
へ
よ
う
。
金
史
巻

　
　

四
六
、
食
貨
志
一
、
戸
口
大
定
二
十
年
に
は

　
　
　

以
上
京
路
女
直
人
戸
規
避
物
力
、
ぽ
費
其
奴
婢
致
耕
田
１
　
少
、

　

逐
以
貧
乏
、
詔
定
制
禁
之
、

と
あ
る
。
比
較
的
落
風
を
保
存
し
て
居
る
筈
の
上
京
路
の
女
真

戸
に
於
て
も
、
軍
役
負
措
の
基
準
と
な
る
物
力
を
忌
避
す
る
者
、

あ
る
に
至
っ
た
の
は
、
金
國
組
織
０
漢
地
化
漢
族
化
と
共
に
女

員
本
地
本
族
の
遊
離
性
と
富
局
政
治
方
針
の
不
徹
底
の
結
果
と

も
言
へ
る
だ
ら
ｙ
ノ
。
形
式
的
な
女
員
胤
の
復
奮
は
比
較
的
容
易

に
こ
れ
を
な
し
得
て
も
素
朴
純
賓
な
精
紳
の
恢
復
は
一
度
こ
れ

を
失
っ
た
者
に
は
容
易
な
事
で
は
な
か
っ
た
。

　

久
世
宗
０
女
真
精
紳
の
作
興
に
は
右
の
如
き
直
接
な
國
倅
復

古
の
運
動
の
あ
っ
た
他
に
積
極
的
な
漢
風
文
齢
取
の
Ｉ
面
の

あ
っ
た
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
述
の
如
き
「
経
済
之

術
」
習
熟
の
奨
励
や
女
真
科
拳
法
の
探
用
は
そ
の
傾
向
の
表
れ

で
あ
ら
う
。
金
史
巻
八
、
大
定
二
１
　
三
年
八
月
己
巳
に
は

　

詳
経
所
進
所
謬
易
書
・
論
語
・
孟
子
・
老
子
・
楊
子
・
文
中
子
・
劉

　

子
及
新
唐
書
、
上
謂
宰
臣
曰
、
朕
所
以
令
謬
五
経
者
、
正
欲

　

女
直
人
知
仁
義
道
徳
所
在
耳
、
命
頒
行
之
、

と
あ
る
。
五
経
四
書
そ
の
他
の
経
籍
や
史
書
を
女
真
語
に
譚
し

て
頒
行
せ
し
め
ん
と
し
た
の
は
女
員
人
を
し
て
仁
義
道
徳
０
所

在
を
知
ら
し
め
ん
と
す
る
篤
め
で
あ
っ
た
。
同
大
定
二
十
四
年

七
月
の
と
こ
’
ろ
に
は
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乙
卯
、
、
上
謂
宰
臣
日
、
今
時
之
人
有
罪
不
問
、
既
過
之
後
則

　
　
　

謂
不
知
、
有
罪
必
責
則
謂
毎
事
尋
罪
、
風
俗
之
薄
如
此
、
不

　
　
　

以
文
徳
感
之
、
安
能
復
于
古
也
、
卿
等
以
徳
輔
佐
、
密
使
復

　
　
　

還
古
風
、

　
　

と
あ
る
。
常
時
の
女
員
肘
會
に
於
て
は
法
令
厳
酷
賞
罰
必
行
の

　
　

奮
風
は
失
は
れ
、
風
俗
薄
き
に
趨
く
こ
と
甚
し
き
に
鑑
み
て
、

　
　

世
宗
は
文
徳
を
以
て
補
っ
て
理
性
化
し
女
真
人
の
精
紳
を
奮
風

　
　

に
還
ら
し
め
ん
と
期
し
た
。
又
彼
の
漢
的
思
想
掃
取
の
指
導
的

　
　

漸
進
的
な
り
し
こ
と
は
次
０
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
金
史

　
　

巻
五
一
選
挙
志
一
策
論
進
士
大
定
二
十
八
年
ひ
と
こ
ろ
に
は

　
　

ｙ
論
宰
臣
曰
、
女
直
進
士
、
惟
試
以
策
、
行
之
既
久
、
人
能
預

　
　
　

備
、
今
若
試
以
組
義
可
乎
、
宰
臣
對
曰
、
五
経
中
書
・
易
・
春

　
　
　

秋
已
譚
之
矣
、
侯
譚
詩
疆
畢
試
之
可
也
、
上
曰
、
大
経
義
理

　
　
　

深
奥
、
不
加
歳
月
、
不
能
貰
通
、
今
宜
於
組
内
姑
試
以
論
題
、

　
　
　

後
営
徐
試
経
義
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　

と
あ
る
・
五
経
の
中
書
経
・
易
経
・
春
秋
の
譚
が
既
に
成
り
、

　
　

更
に
詩
組
・
・
破
記
の
謬
が
完
成
し
た
脆
に
は
、
五
経
の
経
義
を

　
　

以
て
科
學
に
試
せ
ん
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
世
宗
は
し
ば
ら

　
　

く
論
題
を
試
し
て
、
後
徐
に
組
義
を
試
せ
ん
と
す
る
態
度
を
特

別

　

し
た
や
う
で
あ
る
。

　
　

し

　

斯
く
の
如
き
企
圖
に
基
く
漢
文
化
の
掃
取
も
こ
れ
を
活
用
し

得
る
女
真
人
固
有
の
精
祁
が
失
は
れ
て
し
ま
っ
て
居
て
は
、
そ

の
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
ら
う
。
撮
取

さ
れ
た
漢
文
化
は
女
員
的
な
精
紳
に
於
て
で
は
な
く
、
女
真
人

の
支
那
化
さ
れ
た
心
に
於
て
享
受
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

漢
風
経
臍
文
化
の
築
取
は
世
宗
の
企
圖
に
反
し
て
女
員
人
を
し

て
個
人
主
義
化
、
惰
弱
化
の
方
向
に
。
謳
り
立
て
漢
族
風
の
文
雅

的
漢
文
化
主
義
へ
の
道
を
開
い
た
や
う
で
あ
る
。

　

然
し
世
宗
朝
に
於
て
は
世
宗
を
初
め
多
く
の
臣
僚
の
中
に
は

北
海
の
原
住
地
に
人
と
な
り
、
未
だ
素
朴
な
り
し
女
員
奮
風
を

膿
し
、
こ
れ
が
復
活
を
願
ふ
者
も
あ
っ
た
が
次
の
章
宗
時
代
に

入
っ
て
は
既
に
漢
地
に
生
れ
漢
地
に
育
ち
し
も
の
の
み
多
く
、

女
真
奮
風
が
全
く
そ
の
跡
を
断
つ
た
か
の
感
が
あ
る
。
章
宗
は

組
父
の
遺
訓
を
奉
じ
て
國
粋
主
義
を
唱
導
す
る
が
、
そ
れ
は
全

く
形
式
的
で
そ
の
賓
際
篤
丁
と
こ
ろ
は
多
く
北
朝
的
主
観
性
を

　
　
　
　
　
　
　

（
妙

逸
脆
し
た
漢
文
化
主
義
の
軌
道
に
登
っ
て
居
る
。
斯
く
の
如
き

時
代
に
至
っ
て
は
吏
道
も
衰
顧
し
こ
之

法
の
運
用
も
昔
日
の
如
く
で
は
な
く
、
漢
族
祀
會
に
有
り
勝
ち

な
弊
政
の
伴
ふ
こ
と
釜
と

の
必
要
を
感
じ
て
世
宗
大
定
四
年
通
塗
の
際
の
條
理
や
罰
則
の

倅



μ

　

厳
正
化
を
主
張
し
た
者
は
既
述
の
如
く
却
っ
て
高
汝
励
の
如
き

　
　

漢
族
出
身
の
官
吏
な
り
し
（
凱
掲
金
史
一
〇
七
、
張
汝
励
傅
）

　
　

は
注
目
に
値
す
る
。
斯
く
の
如
く
物
力
銭
法
の
運
用
が
所
期
の

　
　

如
く
な
ら
ざ
『
り
し
上
に
、
こ
れ
に
は
金
國
末
運
の
財
政
難
と
こ

　
　

れ
に
開
聯
し
た
不
換
紙
幣
の
濫
狸
と
い
ふ
災
厄
の
件
。
つ
た
こ
と

　
　

は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　

世
宗
の
愛
民
的
な
精
紳
に
於
て
整
備
さ
れ
運
用
さ
れ
た
物
力

　
　

銭
法
に
於
て
、
既
述
の
如
く
物
力
銭
額
の
膨
脹
が
熱
心
に
警
戒

　
　

さ
れ
た
の
は
営
然
で
あ
ら
う
。
こ
の
精
祁
は
章
宗
に
も
鱗
承
さ

　
　

れ
最
後
ま
で
物
力
銭
額
そ
の
も
の
は
増
大
す
る
こ
と
が
な
か
っ

　
　

た
や
う
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
を
標
準
と
し
て
附
課
さ
れ
た
免
役

　
　

銭
的
な
税
銭
は
金
國
財
政
の
膨
脹
と
共
に
。
堵
大
し
て
民
生
を
墜

　
　

迫
し
た
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
金
國
の
財
政
膨
脹
の
主

要
な
運
命
的
な
原
因
と
し
て
は
章
宗
時
代
の
對
宋
戦
争
に
催
ぐ

　
　
　

唇

蒙
古
族
ぴ
勃
興
を
第
一
に
散
ふ
べ
き
は
富
然
で
あ
ら
う
。
然
し

こ
れ
よ
り
早
く
官
俸
を
受
く
べ
き
官
吏
や
軍
人
の
散
の
耐
大
が

存
し
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
金
史
巻
五
五
、
百
官
志

一
に
は

　

大
定
二
４
　
八
年
在
仕
官
一
萬
九
千
七
百
員
、
四
季
赴
選
者
千

　

飴
、
歳
散
濫
差
者
三
千
、
明
昌
四
年
奏
、
周
歳
官
死
及
事
故
者

　

六
百
七
十
、
新
入
仕
者
五
百
一
十
、
見
在
官
萬
一
千
四
百
九

　

１
　
九
、
内
女
直
四
千
七
百
五
員
、
漢
人
六
千
七
百
九
十
四
員
、

　

至
奉
和
七
年
在
仕
官
四
萬
七
千
除
、
四
季
部
擬
授
者
千
七
百
、

　

監
官
到
部
者
九
千
二
百
九
１
　
餓
、
則
三
倍
世
宗
之
時
矣
、

と
あ
る
・
金
國
の
官
吏
は
大
定
末
頃
よ
り
次
第
に
増
加
し
て
泰

和
年
間
に
至
っ
て
は
世
宗
時
代
の
三
倍
の
多
き
に
達
し
て
居
る

こ
と
を
傅
へ
て
居
る
。
斯
く
の
如
き
官
吏
数
の
漸
増
が
財
政
支

出
の
増
額
を
来
し
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
こ
の
傾

向
は
世
宗
朝
ｏ
中
期
に
も
既
に
認
め
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

金
史
巻
四
七
、
大
定
十
七
年
の
と
こ
ろ
に
は

　

上
問
宰
臣
曰
こ

　

六
萬
時
以
何
仰
給
、
二
十
萬
後
所
積
幾
何
、
戸
部
契
勘
謂
、

　

先
以
官
吏
少
故
能
給
、
今
官
吏
兵
卒
及
孤
老
数
多
、
以
此
費

　

大
、
上
曰
常
察
其
賓
母
令
妄
費
也
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
遼
東
地
方
の
こ
と
で
は
あ
る
が
以
て
Ｉ
斑
と

な
す
に
足
る
で
あ
ら
う
。

　

斯
く
の
如
ぐ
世
宗
時
代
よ
り
漸
撥
の
機
運
に
在
っ
た
金
國
財

政
は
章
宗
時
代
に
入
っ
て
は
盆
ふ

兌
換
的
で
あ
っ
た
交
妙
の
良
行
は
章
宗
朝
柔
佞
好
利
の
青
持
國

執
政
の
間
に
官
兵
俸
給
の
財
源
と
し
て
不
換
紙
幣
化
さ
れ
、
こ

一気）
-
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Ｘ
に
金
國
財
政
荼
尼
の
兆
は
既
に
成
っ
た
の
で
あ
る
。
剰
へ
新

興
蒙
古
族
０
外
患
が
加
は
つ
て
金
國
財
政
は
無
限
に
堵
加
し
そ

の
最
後
の
破
綻
ｊ
へ
と
推
し
進
め
ら
れ
た
。
物
力
銭
に
附
課
さ
れ

た
筆
須
銭
等
の
税
銭
は
莫
大
な
額
に
上
り
、
甚
し
く
民
政
を
座

迫
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
こ
れ
は
物

力
銭
法
そ
の
も
０
の
罪
で
は
な
か
ら
う
。

補
註

　

⑩
煕
宗
も
海
陵
も
自
ら
は
多
分
の
女
篇
性
を
保
有
し
っ
Ｓ
、
そ
の
漢

　
　

文
化
揚
取
の
態
度
に
は
漢
文
化
の
優
秀
性
を
無
條
件
に
肯
定
し
、

　
　

こ
れ
に
心
悴
し
記
戮
が
あ
っ
た
。

　

⑩
三
上
次
男
、
外
山
軍
治
雨
氏
「
金
正
隆
大
定
年
間
に
於
け
る
契
丹

　
　

人
の
叛
尨
」
東
洋
學
報
二
六
ノ
三
、
四
所
載
參
照
。

　

⑩
北
方
民
族
は
一
般
に
異
質
の
文
化
の
併
存
に
對
す
る
寛
容
性
を
有

　
　

し
っ
ｓ
も
征
服
被
征
服
等
武
力
に
よ
る
種
族
的
な
階
１
　
開
係
を
固

　
　

執
し
、
叉
種
族
的
威
巌
や
そ
の
軍
事
的
政
治
的
優
越
性
を
保
持
せ

　
　

ん
と
す
る
傾
向
が
張
い
。
（
拙
稿
痘
輦
氏
傅
脆
成
立
に
闘
す
る
ヽ
史
的

　
　

考
察
、
満
蒙
史
論
叢
第
三
、
頁
二
五
七
―
ニ
右
○
參
照
）
。
こ
れ
が

　
　

金
世
宗
朝
や
清
朝
の
場
合
に
於
け
る
が
如
く
天
下
一
家
思
想
の
規

　
　

定
を
受
け
る
と
、
宜
際
に
於
て
は
そ
の
本
族
を
重
要
祀
し
そ
の
特

　
　

糧
を
保
持
せ
し
め
よ
う
と
力
め
っ
Ａ
　
≪
０
原
則
と
し
て
は
種
族
的
階

　
　

居
開
係
を
解
消
せ
し
め
、
諸
種
族
が
伺
自
性
を
有
し
っ
ｓ
平
等
に

　
　

一
家
で
あ
る
『
ど
す
る
政
治
意
識
と
な
る
。
漢
族
口
漢
文
化
本
位
の

　
　

中
華
的
立
場
と
異
る
と
共
に
元
朝
の
種
族
的
階
暦
開
係
を
堅
持
し

　

て
流
族
漢
文
化
を
蔑
祀
せ
ん
と
し
仁
蒙
古
至
上
主
義
と
も
異
っ
た

　

も
の
で
あ
る
。

＠
日
野
開
三
郎
氏
「
五
代
の
滑
徴
に
就
て
」
史
淵
一
三
所
載
參
照
。

⑩
物
力
鏡
の
課
税
率
は
勿
論
明
確
に
は
こ
れ
を
知
る
術
ｉ
な
い
が
基

　

準
と
な
っ
た
大
定
四
年
の
も
の
は
大
豊
財
産
の
賞
際
價
格
の
二
十

　

分
の
一
位
と
推
せ
ら
れ
る
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
大
定
四

　

年
大
名
束
平
雨
路
通
検
使
と
し
て
物
力
銭
を
定
の
慕
準
を
示
し
た

　

梁
粛
の
傅
（
金
史
巻
八
九
）
に
は

　
　
　

凡
使
宋
者
宋
人
致
破
物
、
大
使
金
二
百
陽
銀
二
千
恥
、
副
・
牛

　
　
　

之
、
幣
帛
雑
物
揖
是
、
及
推
排
物
力
、
粛
自
以
身
侭
執
政
、
昔

　
　
　

嘗
使
宋
所
得
織
物
多
、
雷
鴛
庶
民
卒
先
、
乃
自
撥
物
力
六
十
爺

　
　
　

貫
、
論
者
多
之
、

　

と
あ
る
。
梁
粛
が
詳
問
大
使
と
し
て
宋
に
使
し
、
破
物
と
し
て
宋

　

よ
り
金
二
百
雨
銀
二
千
雨
及
び
幣
帛
雑
物
を
得
仁
る
に
對
し
、
物

　

力
鏝
六
十
貫
を
噌
し
仁
と
い
ふ
。
金
史
巻
四
八
、
食
貨
志
三
、
銭

　

幣
の
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
金
國
内
で
は
貨
幣
政
策
上
銀
五
十
雨
を

　

銭
百
貫
に
固
定
せ
し
笏
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
金
と
偏
と
の
比
・
價

　

は
金
國
Ｕ
於
け
る
も
の
は
知
る
を
得
な
い
が
加
藤
繁
博
士
の
研
究

　

に
よ
れ
ば
宋
都
梅
州
に
於
て
は
金
一
雨
が
紹
興
四
年
に
は
三
萬
文
、

　

嘉
定
二
年
に
は
四
萬
文
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
・
雷
峙
漸
騰
の
傾

　

向
に
在
っ
記
や
う
で
あ
る
か
ら
、
梁
粛
の
宋
に
使
し
た
淳
煕
元
年

　

頃
は
そ
の
４
　
價
な
る
三
萬
五
千
文
位
で
あ
っ
北
か
も
知
れ
ぬ
。
金

　

價
は
金
國
に
於
て
も
銀
價
と
異
り
公
定
價
格
を
定
め
る
必
要
も
な

　

か
っ
た
ら
う
か
石
そ
の
市
價
は
宋
と
大
差
は
な
か
っ
記
ら
う
。
斯

　

ぞ
ヽ
考
へ
得
る
ｔ
と
す
れ
ば
梁
粛
の
宋
よ
り
得
た
金
二
百
雨
、
銀
二
千

5･|-
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雨
は
銭
に
換
算
し
て
一
萬
一
千
貫
と
な
る
。
９
　
帛
雑
物
の
量
や
價

　
　

格
は
知
る
術
―
な
い
が
こ
れ
を
一
千
貫
と
す
れ
ば
梁
粛
が
宋
よ
り

　
　

得
尤
破
物
は
合
計
銭
一
萬
二
千
貫
と
な
る
。
こ
れ
に
對
し
て
六
十

　
　

貫
の
物
力
銭
を
檜
し
記
と
す
れ
ば
、
物
力
銭
は
財
産
見
積
價
格
の

　
　

二
十
分
一
・
が
原
則
で
め
っ
た
こ
と
と
な
る
。
叉
劉
像
の
斉
國
に
於

　
　

て
行
は
れ
仁
商
人
の
資
産
を
課
税
の
標
準
と
す
る
免
行
銭
が
五
藍

　
　

印
ち
二
十
分
一
で
あ
っ
仁
こ
と
は
既
逍
の
如
く
で
あ
る
。

⑩
良
族
の
金
室
支
持
の
動
機
は
富
初
に
於
て
は
武
力
的
強
制
に
よ
る

　
　

に
非
す
ん
ば
１
　
會
秋
序
恢
復
の
希
求
、
愛
民
的
善
政
の
要
望
、
利

　
　

録
立
身
の
逍
求
等
に
よ
っ
て
表
れ
る
利
盆
感
惜
に
基
く
も
の
で
あ

　
　

っ
仁
。
然
し
時
代
の
降
る
に
従
ひ
良
族
の
中
に
も
忠
誠
的
行
侭
に

　
　

出
づ
る
も
の
ｓ
多
く
現
れ
る
に
至
っ
む
の
は
勿
論
な
る
が
、
こ
れ

　
　

は
金
室
の
綾
数
的
愛
民
政
治
が
徹
底
し
ｔ
こ
と
、
女
曼
族
の
良
化

　
　

と
漢
族
の
女
具
族
に
對
す
る
理
解
の
深
ま
っ
仁
こ
と
等
に
よ
っ
て

　
　

雨
者
の
生
活
感
惜
の
近
似
化
さ
れ
漢
族
の
金
室
及
び
女
具
族
に
對

　
　

す
る
差
別
感
情
の
稀
薄
と
な
っ
仁
結
果
、
漢
族
の
金
室
支
持
も
名

　
　

分
観
念
を
媒
介
と
し
得
る
に
至
り
、
又
外
賊
の
侵
寇
を
被
る
に
至

　
　

っ
て
良
族
１
　
會
本
末
の
郷
勇
的
義
勇
的
な
精
祁
の
受
揮
し
得
る
情

　
　

勢
が
出
来
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
金
室
の
忠
誠
に
對
す
る
昭
忠
方
法

　
　

も
初
は
主
と
し
て
宵
爵
を
潜
り
そ
の
子
孫
を
録
用
す
る
程
度
な
り

　
　

し
が
、
貞
赫
以
後
衰
末
の
國
難
に
際
し
て
は
立
祠
盾
窪
、
樹
碑
、

　
　

歳
時
致
祭
等
に
よ
っ
て
こ
れ
を
加
重
す
る
に
至
っ
記
。

⑩
既
褐
金
史
巻
七
六
、
永
元
傅
を
見
て
も
大
定
四
年
の
活
栓
に
際
し

　
　

漢
人
張
弘
信
の
残
酷
な
る
に
對
し
こ
れ
を
諌
止
し
た
の
は
女
具
人

　
　

永
元
で
あ
っ
た
。

⑩
北
風
揚
沙
録
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　

凡
将
皆
不
執
旗
人
、
親
其
所
向
而
趨
、
自
主
帥
至
卒
、
皆
自
駅

　
　
　

無
従
者
以
粟
粥
熔
肉
錫
食
、
上
下
無
異
品
、
國
有
大
事
適
野
環

　
　
　

坐
、
査
友
而
議
自
卑
者
始
、
議
畢
印
漫
滅
之
、
不
聞
人
犀
其
密

　
　
　

如
此
、
軍
将
行
大
會
百
飲
使
人
献
策
、
主
帥
聴
而
揮
焉
其
合
者

　
　
　

印
篤
特
着
任
其
事
、
師
還
有
大
會
、
問
有
功
者
具
之
金
、
畢
以

　
　
　

示
衆
衆
以
篤
復
噌
之
、

　
　

と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　

又
法
令
尿
殺
人
者
死
但
良
其
家
人
錫
奴
婢
、
親
戚
得
則
輪
牛
馬

　
　
　

康
之
盗
一
責
十
以
六
婦
主
而
四
輪
官
、
其
他
罪
無
軽
重
悉
倍
背
、

　
　

と
あ
る
。
そ
の
他
＆
史
巻
四
五
刑
法
志
に
も
女
具
岡
有
法
の
巌
酷

　
　

な
る
を
傅
へ
て
居
る
。
こ
れ
が
太
宗
時
代
よ
り
良
風
法
規
を
加
味

　
　

し
始
め
煕
宗
海
陵
を
超
て
漢
法
化
温
和
化
の
度
を
槽
し
て
末
む
の

　
　

で
あ
る
。

＠
世
宗
の
態
度
に
は
女
曼
族
の
固
有
精
紳
を
恢
復
保
持
せ
し
め
ん
と

　
　

力
め
る
と
共
に
漢
族
の
典
籍
を
付
び
學
問
技
薦
を
重
す
る
等
、
元

　
　

朝
と
は
異
り
、
自
己
否
定
的
な
而
も
あ
っ
て
富
時
の
世
界
文
化
な

　
　

る
涜
族
の
學
蕗
に
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
む
。
こ

　
　

れ
は
旱
に
漢
族
統
治
の
篤
め
や
漢
族
に
對
す
る
對
面
の
み
か
ら
で

　
　

は
な
く
、
金
國
の
政
治
的
登
展
‘
に
伴
っ
て
女
鍔
族
の
１
　
會
が
複
雑

　
　

化
し
た
結
果
、
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
自
ら
の
生
活
の
理
性
化
の

　
　

錫
め
に
も
、
理
性
的
文
化
と
し
て
漢
文
化
の
栂
取
は
必
要
で
あ
っ

　
　

た
の
で
あ
る
。

図
金
に
於
て
も
成
文
法
は
煕
宗
朝
の
血
統
制
、
海
陵
時
代
の
正
隆
絞

　
　

降
制
書
、
世
宗
大
定
初
年
の
軍
前
握
宜
條
理
、
大
定
十
五
年
の
大

-52-
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定
重
修
制
條
鯵
幾
度
か
改
定
補
修
さ
れ
て
居
る
が
、
大
定
時
代
ま

で
は
多
く
そ
の
時
の
実
際
事
情
に
照
し
て
こ
れ
を
制
定
し
た
も
の

で
、
良
法
を
主
と
し
た
も
の
で
は
池
っ
た
が
律
令
そ
の
ま
Ａ
　
Ａ
)
探

ら
う
と
し
た
も
の
て
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
章
宗
泰

和
元
年
に
成
っ
た
所
謂
泰
和
律
令
は
唐
律
令
の
形
式
に
倣
ひ
、
そ

の
内
容
も
多
く
こ
れ
に
探
っ
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
明
昌
元
年
こ

の
律
令
の
制
定
に
着
手
し
た
趣
旨
に
就
て
見
る
と
、

金
史
巻
四
五
刑
法
志
に
は

　

上
間
宰
臣
日
今
何
不
孝
月
律
文
、
平
章
政
事
張
汝
霖
ぽ
ヽ
前
代

　

律
男
令
各
有
分
其
有
犯
令
以
律
決
之
、
今
國
家
制
律
混
淆
固
富

　

分
也
、
逞
置
詳
定
所
命
審
定
律
令
、

と
あ
る
。
従
来
の
法
律
が
多
く
律
令
の
形
式
に
従
っ
て
居
な
い
の

を
理
由
と
し
て
の
律
令
の
審
定
で
あ
る
。
以
て
こ
の
律
令
制
定
の

精
紳
が
窺
は
れ
る
で
は
な
か
ら
う
か
。
必
キ
し
も
実
情
に
逍
ら
れ

　
　

た
改
修
で
は
な
く
、
唐
風
律
令
を
絶
對
と
し
飽
く
ま
で
そ
の
形
式

　
　

に
従
は
ん
と
す
る
態
度
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
営
時
金
室
の
漢

　
　

文
化
揖
取
は
漢
文
化
的
な
形
式
主
義
に
價
し
て
来
た
こ
と
も
疑
な

　
　

い
。
章
宗
朝
に
於
て
は
一
一
方
に
國
粋
復
古
政
策
が
唱
揚
さ
れ
て
は

　
　

居
た
が
、
そ
の
巧
果
は
形
式
的
で
賞
際
に
は
漢
文
化
主
義
の
軌
道

　
　

に
登
っ
て
北
朝
と
し
て
の
主
豊
性
が
、
次
第
に
浹
的
世
界
性
の
中

　
　

に
浸
し
行
か
ん
と
し
た
様
が
窺
へ
る
で
あ
ら
う
。
政
治
や
吏
道
が

　
　

衰
類
し
、
金
室
が
常
初
避
け
よ
う
と
し
て
居
た
賞
告
法
を
政
治
に

　
　

用
ひ
る
に
至
っ
た
の
も
こ
れ
と
歩
調
を
共
に
す
る
も
の
と
言
へ
よ

図
本
論
抑
（
中
）
東
洋
史
研
究
六
ノ
五
、
頁
四
四
、
四
五
參
照
。

⑩
外
山
軍
治
氏
「
金
章
宗
時
代
に
於
け
る
北
方
紺
略
と
宋
と
の
交
戦
」

　
　

満
蒙
史
論
叢
第
三
所
載
參
照
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